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平成22年第６回太子町議会定例会（第429回町議会）会議録（第２日） 

平成22年12月６日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 一般質問 

                本日の会議に付した事件 

１ 一般質問 

会議に出席した議員        

  １番   井 川 芳 昭         ２番   清 原 良 典 

  ３番   中 島 貞 次         ４番   服 部 千 秋 

  ５番   長谷川 原 司         ６番   井 村 淳 子 

  ７番   橋 本 恭 子         ９番   花 畑 奈知子 

 １０番   北 川 嘉 明        １１番   熊 谷 直 行 

 １２番   上 田 富 夫        １３番   村 田 興 亞 

 １４番   桜 井 公 晴        １５番   中 井 政 喜 

 １６番   佐 野 芳 彦 

会議に欠席した議員 

   な   し 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  上 田 眞 也     書     記  木 村 和 義 

 書     記  西 田 美智子 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  首 藤 正 弘     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  寺 田 寛 文     総 務 部 長  村 瀬   学 

 生活福祉部長  丸 尾   満     経済建設部長  山 本 武 志 

 教 育 次 長  西 村 隆 志     財 政 課 長  香 田 大 然 

 選挙管理委員会書記長  堀   恭 一 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前９時58分） 

○議長（佐野芳彦） 平成22年第６回太子町

議会定例会第２日目におそろいでご出席いた

だきありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は15名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成22年第

６回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（佐野芳彦） 日程第１、一般質問を

行います。 

 質問されます議員諸君に申し上げます。 

 質問は一問一答方式で行います。質問、答

弁が終わるまで一般質問席でお願いします。 

 なお、念のため申し添えますが、質問、答

弁は簡潔明快にお願いします。 

 さらに、今期定例会では時間制により質問

を行うこととなっておりますので、よろしく

お願いします。 

 それでは、順番に発言を許します。 

 まず、清原良典議員。 

○清原良典議員 皆さんおはようございま

す。２番清原良典、通告に従いまして一般質

問を行います。 
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 最近風邪を引いてしまいまして、ちょっと

賢かったんかいなと今笑われております。今

年は私も春に父親を亡くし、夏には私ががん

検査でひっかかって２カ月近く沈んだ時期が

あり、秋には左足の小指を骨折し、先週から

やっと革靴が履けるようになり、皆さんには

何かとご迷惑をおかけしました。これで終わ

りかなと思えば風邪を引いてしまいました。

聞き苦しいこともあろうかと思いますが、よ

ろしくお願いをいたします。 

 まず、最初に視界を遮る道路植栽について

という質問の詳細についてですが、本町にお

いてもこれだけ公共工事の少ない中を、南西

部に揖保線の道路改築工事が、今粛々と行わ

れておるわけですが、開通をしますと確かに

交通の便、アクセスは当然よくなります。し

かし、これも年数を経過してまいりますと、

いろいろと問題が生じてきます。 

 例えて申しますと、旧２号線鵤東の信号か

ら南に向かって県道龍野線が開通し、数年が

たっております。先月の中旬ぐらいでした

か、定期的な剪定、除草工事が行われ、きょ

う現在はすっきりとしておりますが、新芽を

吹いてから以降には、この植木等が大変交通

の安全を脅かす時期があります。数年前より

この道路での事故、また事故になりかけたこ

とが多々あります。町道との取り合いになっ

ているところが何カ所もあり、当然信号機も

ないためなのですが、原因はこれらの低木、

中木、高木の葉が伸びますと、車から見たと

きに完全に壁になってしまう状況になるわけ

です。 

 確かに、運転手の不注意もないとは言えま

せん。一部中木が枯れたりし、逆にそのおか

げで見やすくなったところも確かにありま

す。今後この道路も北伸していきます。同様

のことが起きる懸念もあります。事故を誘発

しかねないこの植栽についてよく見直し、今

後の道路のあり方を検討されていくべきと考

えますが、まずご意見をいただきたいと思い

ます。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 視界を遮りま

す道路植栽についてのご質問でございます。 

 ご案内のとおり、龍野線におきましては歩

道、あるいは植栽帯合わせまして4.5メート

ルということで構成がなされているところで

ございますが、その中には低木を中心といた

しまして一部に中木、高木等植栽をされてい

る状況でございます。 

 特に、町道等との交差点につきましては、

進入する際、当然先ほどもありましたが安全

確認を行うということについては当然のこと

と考えておりますが、視認がしにくい状況が

ある場合におきましては、安全対策といたし

まして植栽管理を十分行っていただけるよ

う、道路管理者に対しまして働きかけをして

まいりたいというふうに思っております。 

 以北につきましては、現在のところ植栽の

内容等については確認をいたしておりませ

ん。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 清原良典議員。 

○清原良典議員 今部長の答弁の中で、植栽

関係を管理していくというようなくだりがあ

ったわけですけども、中身がよくわからんの

んですが、旧２号線から旧国道の間の両歩道

には植栽はされておりません。それから、南

に行きますと、約20メーターおきに高さ

1.2メーターから３メーターぐらいの中木が

鳥居の添え木に支持されて立っておるわけで

すが、この鳥居自体も壁の役割を果たす状況

になるときがあるわけです。この植栽による

道路緑化の目的というのは、親しみと潤いの

ある道路空間の形成を図るために、道路周辺

の自然環境や景観との調査をもとに、走行の

安全性、また快適性を高めることを目的と

し、既存樹木の保全とあわせて木の種類、植

栽形成を選定することが望ましいと技術指

針、それにうたわれておりますけども、当該

地区におきましては、先ほども申しましたよ

うに安全性に疑問を持ちます。多数の負傷者

が出た事故も現に発生しております。私は単

刀直入に申しますと、現在アベリアですか、
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低木。この低木だけでも私はいいんじゃない

かと思っております。ましてや、西へ行きま

すと太子病院南の道路に植栽されております

ポプラなど、これはもう歩道は変形するわ、

でこぼこはあるわ、完全に技術予測を失敗さ

れたと思っております。 

 ということで、先ほどの植栽関係の管理を

よく見直していくと言われたと思うんです

が、ただいまの私の発言に対して、再度ご意

見を求めます。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 植栽に関しま

す効力については指摘のありましたとおりで

ございまして、特に市街地におきましては緑

陰といいますか、緑等を確保するということ

で行っているところでございます。 

 ２号線から南側旧国道までについては、特

に道路交通等の往来も多いということで、あ

の部分については植栽が施されていないとい

う状況でございます。先ほどからも申されて

おります、特に安全性という意味では、十分

考慮していかなければならないというふうに

は考えておりますので、低木に変われるかど

うかということについては、管理者等との調

整、当然必要になってきますので、そちらの

ほうとの調整を行ってみたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 清原良典議員。 

○清原良典議員 また、道路管理者、県のほ

うとよく検討されて、よい方向に持っていっ

ていただきたいと思います。 

 次行きます。シカの被害対策について伺い

ます。 

 近年、イノシシやシカの出没による話がた

びたび出ておりましたが、最近龍田地区、太

田地区においての野生のシカによる農作物を

食い荒らす被害が多発しておると聞いており

ます。当然被害地区の自治会からも当局に対

して相談もあったことと思いますが、この件

に対しての当局の対策を伺いますが、まず１

点目、太子町域でのシカの生息状況の把握は

されておるのか。２番目に、近年のシカによ

る被害の発生状況、詳しくは発生地区、件

数、被害額、また群れの数等の把握はされて

おるのか。３番目に、太子町における現在の

対策方法。いわゆる捕獲計画、捕獲予定頭

数、また被害内容はどうであるのか。最後

に、被害に遭われている農家の方々は、網を

張ったり防護さくを設置したり自主対策は講

じておられますが、それらに対しての支援は

どうされているのかを伺います。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 野生のシカに

よる農作物への被害発生ということでござい

ますが、まず１点目でございます。太子町域

でのシカの生息状況についてでございます

が、地元等からの情報、あるいは捕獲場所等

から推測いたしますと、馬山、城山から京見

山にかけての山中に生息しているものと思わ

れます。 

 また、総頭数、あるいは群れの数について

は、住んでおります山が行政界にまたがって

おりますので、行動範囲などがわからないの

で、実態については把握ができておりませ

ん。近年では、急激に増えてきたというよう

に地元では思われているようでございます。 

 それから、近年のシカ被害発生の状況でご

ざいますが、集落につきましては鵜飼、上太

田、田中、原、山田地区において被害が発生

をしているようでございます。被害件数、被

害額については具体的にはつかめておりませ

んけども、山すその田畑等に頻繁におりてく

るようになってきております。被害の状況と

いたしましては、水稲、野菜、芋類、造林等

に及んでおり、田植え後の稲の芽、あるいは

野菜などが食べられてしまっておるというよ

うな状況でございます。 

 ３番目でございますが、太子町における現

在の対策についてでございます。太子町内に

おきましては、銃器による捕獲禁止区域のた

めにくくりわなによる捕獲を猟友会に委託し

て実施をいたしております。現在、狩猟期間

以外の時期に年１回実施をいたしておりま

す。捕獲要員の人数や毎日の確認、あるいは
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仕掛けの補修等労力が非常に要ることから、

捕獲頭数については約10頭程度でございま

す。また、個人で設置をしているさく等にひ

っかかり捕獲したものを含めますと、年間

26頭ほどの捕獲をいたしております。 

 それから、今後シカが増えてくると予測さ

れますので、年間の仕掛け回数、あるいは箇

所数等を増やしていくことも検討してまいり

たいというように考えております。 

 それから、自主対策に取り組む農家、自治

会への支援ということでございますが、農家

個人によります自助努力により田畑を囲む

網、防護さくがされておりまして、被害の防

止対策がとられているところでございます。

自治会全体での防護さく設置等防止対策につ

きましては、まずは自治会で努力され、広範

囲の対策となれば国あるいは県等の補助制度

の動向を見ながら検討をしていきたいという

ふうに思いますが、現在のところ町単独にお

きましては助成の制度は設けておりません。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 清原良典議員。 

○清原良典議員 先ほど言いましたように、

当然自主対策でするもんであるということは

十分に私もわかっとんですが、このシカの繁

殖力というものは、すごいと聞いておりま

す。それと、千種とか奥のほうではライフル

とか、当然先ほど部長言われましたように銃

器で駆除されており、同じく部長言われまし

たように、太子町ではそれは禁止になってお

るということは、最近やはり駆除できた個体

数というのは、先ほど言われたように26頭と

言われたんですけども、私は26頭程度の減少

よりも、増えるほうがはるかに多いんじゃな

いかと思うんですけども、シカをゼロに排除

するということは、これは絶対に無理である

ということは重々承知しております。銃器等

を使う、奥のほうやったら塀とか金網を張り

めぐらしておると聞いておるんですが、当然

大きな補助をいただいてできることであっ

て、何とか先ほど動向を見ながら検討してい

くというお言葉をいただいとんですけども、

地元の方の声としましたら、悲痛な声を聞い

ておるわけです。だから、現予算の中で考え

ていくには当然無理もあると思いますが、や

はりこの繁殖力がすごいものを相手にじっと

しとっては、動向ばっかり見とってはどうも

ならんのでね。何とか県のほうにでも補助を

いただくように、努力をしてやっていただき

たいと思います。それについて、もう一言お

願いをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 自治会等で努

力されるという、広範囲でないと、やはりそ

ういうさくをこう張りめぐらせて里におりて

こないようにするということになりますと、

非常に一部をしても効果というのがやはりな

いんで、広範囲な対応が必要になってくるか

というふうに思います。そのあたりも含めま

して、県等ともどういった、内容的なことに

ついても確認をしながら相談をしてみたいと

いうふうに思います。 

○議長（佐野芳彦） 清原良典議員。 

○清原良典議員 今のところ、多くは野菜の

被害が多いと聞いておりますが、その被害を

金額に直せば、確かに低いかもしれません。

しかし、侮ってはいけないと思いますし、既

に田んぼ１枚、米を食い荒らされた実態もあ

ります。これが次々と米の被害が拡大してい

くと、被害は想像以上のものに当然なってい

きます。最終的に、その被害金額に変えられ

ない、生産者にとって一番大事な耕作意欲に

欠けることが最も懸念されるわけです。 

 再度申しますが、これら被害に遭われてい

る方々の悲痛な声を十分に酌み取っていただ

いて、一日も早く各自治会への支援を何とか

してやっていただきたいと、心から要望をし

ときます。よろしくお願いをいたします。 

 次に、学童保育の実態と課題について質問

をさせていただきます。 

 学童保育園に入園する要件としましては、

保護者が共働き、単身家庭など、保護者が仕

事や病気、けがで、小学生の放課後や夏休み

等の家庭で保育を受けられない児童のための
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学童保育でありますが、平成11年４月から実

施され、保護者にとっては大変よい事業とし

て評価をいただいて、今では300人を超える

児童が利用されていると聞いております。事

業開始から比較しますと、８倍ぐらいに膨れ

上がっております。 

 確かに、保護者から見ますと、安心して預

けられるということでは好評ではあります

が、果たしてこれでよいのかと言えば、首を

かしげるところです。 

 申し込み時には、就労証明書、確約書等々

の申請書類が当然必要であり、それをパスし

て入園されるわけですが、保護者の就労の有

無にかかわらず利用しているといった実態が

見えてきました。 

 この現実を、教育委員会として把握されて

おるのか。また、ここまで肥大してきた事業

であるために、当然のことながらいろいろな

問題点もあると思います。入園時のみの書類

審査だけで今日現在事業を継続されておるの

か。今後、利用者の視点からの学童保育事業

の実態調査を行って、今後の事業に生かして

いくべきと思うのですが、いかがですか。ま

た、それに対して既に実施をされているのな

ら、その内容を伺います。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） 今回の学童保育の

現状とまた課題という形のご質問をいただき

ました。 

 ご存じのように、先ほど言われた内容によ

りますと、学童の保育園事業につきまして

は、本当に児童の安心・安全面を重点におき

まして、条件にもございますように労働の事

情により、昼間保護者が家庭にいない小学生

の１年生から３年生までの児童を対象に放課

後、または長期休み期間中の保育を行い、健

全な育成を図ることに努めるという形で実施

したところでございます。 

 事業開始当初、平成７年から太田の一部か

らスタートさせていただきました。空き教室

を利用して実施したところでございますけれ

ども、その後におきましては小学校、また学

童の児童数の増加によりまして、各学校園の

空き教室のなくなった状態がございます。そ

ういう状況の中から、現在では龍田小学校以

外の３小学校におきましては、プレハブ教室

の建築をさせて対応。または、空き施設を借

用させていただいて実施しておりますのは石

海の校区でございます。 

 また、平成17年度からは保育時間を午後７

時までの延長という形の保育時間。また年間

開園日数の増加を図る等の取り組みによりま

して学童保育の充実、また安心して預けられ

るそういう事業の推進を図ってきたところで

ございます。 

 先ほど言われてます300人弱という形を言

われたんですけども、本年度10月末現在、在

籍者でございますけれども、龍田校区におき

ましては11人、斑鳩小学校の校区におきまし

ては49人、太田校区におきましては109人、

石海校区におきましては91人、計260名が今

在籍してるところでございます。対象児童１

年生から３年生という状況で見ますと、今利

用率は20％ぐらいの利用かなと考えておりま

す。 

 そういう状況でございますけれども、学童

保育の事業の取り組みにつきましても、今後

の児童数の増加がございます。その中で、

年々指導員や指導補助員を増員させて対応し

ているところでございます。 

 また、年度途中という形の中で保育を必要

とする学童を受けてる状況もございます。先

ほど言いました申請も十分加味しながら、ま

た審査しながら待機児童を出さないような運

営をしているところでございます。そういう

流れの中で、保護者の方が安心して児童を預

けて、その状態をつくっていくという形で努

めているところでございますし、またそうい

うためには指導員、また指導補助員の研修も

行いながら、充実に努めているところでござ

います。 

 ご質問の中にありましたように、今後のこ

の事業の運営につきましての実態、また課題

につきましてでございますけれども、この件
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につきまして、今年の10月下旬に全学童保育

園登録児童の保護者に対しまして、事業の運

営全般に関するアンケート調査を実施させて

いただきました。その中で、特に意見の多か

った内容につきまして若干紹介させていただ

きたいと思います。 

 １点につきましては、開園時間の延長の中

身でございます。それと、対象年齢の拡大。

そして、また保育事業の中での学校の宿題、

また勉強への対応とかという要望もございま

した。 

 また、通常でございますと、気象情報によ

ります警報という形の発令がございます。そ

の中での気象情報に対応する点についての預

かりの要望もございました。また、その中で

お礼、また感謝の言葉もいただいている内容

もございます。それは、本当に学童へ楽しく

通ってくれるという形で、いろんな学年を超

えた交流ができているという形の内容もござ

いました。 

 また、保護者の一番ネックでございます安

心して預けられると。ほで、仕事に行けると

いう状況もございました。それと、指導員が

本当に温かく指導いただいているという形の

内容でございました。 

 先ほど言われます今後の取り組みとしまし

ても、今回アンケート調査という形の内容で

ございますけれども、ご意見は十分踏まえな

がら対応を考えていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 清原良典議員。 

○清原良典議員 詳しく説明をいただいてお

るんですが、ちょっと私のお聞きしてるのと

ちょっと大分線が外れとるわけですけども、

それは確かに月額こういう安価な安い料金で

安心して預けられるということは、親にとっ

ては非常に好都合で。だから、私が一番きょ

うちょっと言いたかったのは、この制度を悪

用とまでは言いません。これは適切ではない

んですけども、非常に好都合に利用されてい

る方がおられるという声が出とるわけです。

それで、先ほど10月末にアンケートを実施さ

れた。その中で、いろいろとずっと今お伺い

したわけですけども、全く私が今一番気にし

ている部分がなかったわけですけども、やは

りある程度定期的に保護者の方が本当に就労

されているのか、その辺のことを行政が立ち

向かっていくにはなかなか難しい。直接聞く

といっても難しいことですし、アンケート調

査の内容がどの程度の範囲まで広がっておっ

たのか私はわかりませんけども、母親間の中

でのそういう情報も当局側として実際のとこ

ろの就労状況、これを母親間で意見を拾って

いくのも大事ではないかと、そういうことを

私が聞いたわけですが、再度お伺いをいたし

ます。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） ご質問の趣旨は十

分理解するんですけども、先ほど言われまし

たように、申請につきましては毎年申請をい

ただいております。その中で、条件という形

でも就労という形が最大限ございます。その

中での審査という形で就労証明をつけておら

れますので、これについては信頼という形の

中で、うちは書類審査をさせていただいたと

ころでございます。 

 今後、先ほどそういう意見が出てるという

状況でございましたら、これにつきましては

年度途中に再確認するとかという形の方法が

あろうかと思いますけども、これにつきまし

ては今後いろいろな形の状況で検討しなが

ら、対応できる部分であれば考えていきたい

という形でございます。 

 しかし、保護者が預けて就労される、子供

を預けられるという形で、学童事業を推進す

る上では、そういう審査も必要でございまし

ょうけども、そういう中で十分対応できる体

制と、またそういう信頼関係の中で事業を推

進してまいりたいという形で考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 清原良典議員。 

○清原良典議員 検討していただいて、毎年
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とは言いませんが、たまには年一遍じゃなく

してやっていただいたらどうかなとは思いま

す。これは私の要望です。 

 続きまして、９月議会に引き続きまして小

規模校とマンモス校についての質疑をいたし

ますが、小規模校並びに過大規模校の解消に

は、お互いの校区の見直しによる再配置が考

えられますけども、通学距離が長くなること

や、幼、中の校区や自治区の整合性等多くの

問題を含んでおり、簡単に解決できない問題

であることも重々承知はしております。 

 しかし、この問題は今の将来予測から見て

も、先送りすればするほど一層解決が困難に

なると思われます。両地域のご父兄からの要

望も多い中、この際教育委員会において校区

再編計画を策定し、前向きに検討を始めてい

ただきたいのですが、ご意見を求めます。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） 清原議員につきま

しては、９月議会で小学校の適正な規模と配

置についてのご質問をいただきました。その

中で、太田小学校、また龍田小学校という形

の状況につきましてのご意見をいただいたと

ころでございます。今回、校区の再編という

見直しのご質問をいただいてます。その中

で、現在ご存じのように学校園の通学区域に

つきましては、規則ですか、小学校並びに中

学校の通学区域の規則、また幼稚園の通園区

域の規則によって通園学区が決められており

ます。そういう中でまちづくりも影響するわ

けでございますけども、出生率の問題とか都

市計画のまちづくりの取り組みによりまし

て、現在におきましては本町にあっては小規

模校、それが龍田校区。それと、大規模校と

いう形で太田校区が今現在ございます。そう

いう中で、こういう問題につきましては今回

持ち上がっただけじゃなしに、学校区の見直

しにつきましては、いろいろな意見をいただ

いた経緯もございます。教育委員会といたし

ましても、適正規模、また適正配置の検討、

協議を進めてまいったところでございます。 

 しかしながら、本当に校区を見直すという

形につきましては、地域に根差した校区がご

ざいます。その中で旧来からの考え、また歴

史的な要素を考えますと、本当に住民感情も

含めまして、いろんな流れが、難しい部分が

ございます。そういう状況の中で、問題解決

に至らなかったという状況もございます。そ

ういう状況で今現在この校区が経緯経過をし

ている状況でございます。 

 今回のご意見につきましても、計画の策定

につきましてのご質問でございます。これに

つきましては、今後いろんな形でのまちづく

りがございます。その中で、保護者、または

地域の方々の見直しの機運、これが十分大切

なことじゃないかなと思います。その中で変

化、または合意形成が得られる現状に達しま

すように、そういう対応がとれるように、注

意深く周囲を見回りながら、いろんな角度か

らこういう議論、また学校区のあり方の検討

をして、校区の計画策定、これにつきまして

の動きを考えてまいりたいと考えます。 

 しかしながら、いろんな形で時代の流れは

ございます。その中で、本当に子供たちは地

域での環境、また生活習慣等の中で、いろい

ろな形を見て、また感じ、考えるわけでござ

います。それが大きな影響に出てまいりま

す。そういう状況の中で、学校での生活の中

で本当に協力や対立、また共感や反発、いろ

んな形の人間関係を学ぶわけでございます。

そういう教育環境の充実を図りながら対応し

てまいりたいと思います。 

 その中で、今置かれている現状がございま

す。本当に小規模校、大規模校という形の学

校の置かれている特色を十分生かしながらメ

リット性、デメリット性を十分加味しながら

環境づくりに努めてまいらなければならない

かなと考えております。そういう状況を十分

慎重に対応しながら、方向を総合的に判断し

ながら、この問題につきましては対処してま

いりたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 清原良典議員。 

○清原良典議員 西村次長の口癖かどうかわ
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かりませんけども、先ほどの学童保育のとき

にもいい答えが出たかなと思えば、最後にし

かしながら、しにくい。今もまたいい答えが

出たかなと思ったらしかしながらということ

で、ちょっとがくっとしとるんですけども、

この質問、先ほど言われましたように結構今

までやっぱりやられてますね。ほんで、きょ

うもじっと聞いておりますと、答えがほとん

ど一緒ですが、どうなんですかね。やはりこ

の1,000人を優に超えている実態をこのまま

ほうっておいてはいけないと私は思います。 

 小規模校、マンモス校、ともにやはりデメ

リットはあるんですけども、どちらかといえ

ばマンモス校のほうがデメリットが大きいん

じゃないかとも思います。文科省の指導でも

1,000人を超えれば分離せよという指導があ

ると認識しておりますが、９月の町長の答弁

の中でも将来的には少子化現象もなきにしも

あらずと答えられた経緯がございますが、じ

ゃあこのままで1,000人を切るのを待ってお

るのかとお尋ねをしたい。 

 私は、大人の弊害はさておいて、やはり子

供のことを中心に考えればよいと思うんです

けども、大人の都合にあわせて子供に無理を

させている現状はよくないと思います。今後

どう認識してどうしたらよいと思われます

か。再度お伺いします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） 最初にしかしなが

らという言葉をまた使うかもわかりませんけ

ども、よろしくお願い申し上げたいと思いま

す。 

 学校の適正規模の方法といたしまして、本

当に通学学校区の変更という方法が１点ござ

います。それは、今言われましたように校区

の見直しという状況かと思います。それと、

学校の新設という状況もございます。そうい

う状況も考えながら適正規模という形の、今

言われてますように1,000人規模をクリアし

ていくという形の方法もございます。それに

つきましては、今言うように同じ校区内で分

けるという状況があろうかと思いますけど

も、これにつきましても本当に場所的な問

題、また区画割りというんですか、これにつ

きましても十分協議をせざるを得んという状

況かと思います。しかしながら、先ほど言い

ましたようにしかしながら適正な規模という

形をつくり上げなくてはいけない状況は十分

認識しているところでございます。適正な規

模という形の取り組みにつきましては、本当

に課題という形で残っているのが現状かなと

思います。十分状況を認識しながら対応して

まいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 清原良典議員。 

○清原良典議員 いや、本当に現状をよく把

握していただいて、再度、少しずつでも前進

をしていただきたいと要望をしておきます。 

 続きまして、首長アンケートについてです

けども、私がこの質問状を出した後に、次々

と神戸新聞にアンケート結果が掲載されまし

たため答弁をいただくのが大変恐縮ですが、

お許しを願いたいと思います。 

 本年９月から11月において、共同通信社が

神戸新聞等加盟新聞社と協力して実施をされ

ました全国首長アンケートにおいて、町長は

太子町長としてどのような回答をされたのか

お伺いします。地域主権改革について。ま

た、戸別所得補償について。子ども手当につ

いて。また、その他いろいろとありますが、

よろしくお願いをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） ご質問、共同通信また

神戸新聞等加盟新聞社の実施いたしました首

長アンケートの回答についてというところで

ございますが、この首長アンケート、11月

23日から25日、26、27、４日間神戸新聞にそ

の内容等々が掲載されたところでございま

す。 

 まず１点目、地域主権改革の進展を期待で

きますかという問いについてでございます

が、民主党が脱官僚、政治主導を掲げまし

て、地域の住民一人一人がみずから考え、そ

して主体的に行動し、その行動と選択に責任
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を負う地域主権への考え方。これには賛同で

きるため、ある程度期待できると私は回答い

たしております。そのある程度、地域主権、

本当に今いろいろと報道関係でも言われてお

りますが、内容について本当にベターなもの

かというとまだまだそこには到達しないだろ

うというところで、ある程度期待ができるん

ではないかなというところで私は回答したと

ころでございます。主な内容としましては、

基礎自治体への権限移譲、ひもつき補助金の

一括交付金化、国の出先機関の抜本的な改革

等々がございます。これらをある程度期待で

きるというところで申し上げたところでござ

います。本当に未確定だと私は思っておりま

す。そこら、やはり現状等、趣旨には賛同い

たしますが、内容等につきましては期待した

いというところでこの回答をしたところでご

ざいます。 

 次に、２点目の農家の戸別所得補償につい

て推進すべきかという問いでございますが、

この補償制度につきましても、作付予定や価

格の変動、そうしたものを見きわめ、地域の

特性を生かし、何より農家の耕作意欲を後押

しする制度であるかどうか疑問を感じるとこ

ろでございます。そうしたところで、どちら

とも言えないという回答をさせていただいて

おります。 

 また、我々太子町におきまして、専農等々

はなかなか少のうございますし、零細的な農

家が本当に多数を占めており、兼業農家が多

くございます。そうした中で、方策が具体に

どのようになるかわからないというのが私現

状でございますので、そうしたところを十分

またこれからも見ていきたいと思いますが、

やはりこの我々太子町にとってそれが妥当で

あるかというと、なかなか判定しにくいとこ

ろではないかというところで、どちらとも言

えないという回答でとどめておるところでご

ざいます。 

 次に、３点目の子ども手当の支給について

でございますが、地方のほうは危機的財政状

況の中で行革への取り組み等財源を確保して

いる状況でございますが、平成23年度以降の

子ども手当の財源については地方負担の継

続、また扶養控除廃止等による住民税の増収

分を充てることの前提議論や政策効果的にも

子ども手当は子育ての経済負担を軽減し、子

供が育てられる社会をつくることとする政策

目標に疑問を感じておるところでございま

す。 

 また、現金給付を今なされておりますが、

これ、こういう疑問を持って私が答弁するの

は本会議でいかがなものかと思うところでご

ざいますが、本当に子育てのために使われて

いるんだろうかどうだろうかという疑問も感

じておるところでございます。また、そうし

たところ、いろいろと考えますと。それとも

う一点、どんどん手だてをしていくのがいい

かどうか。やはり、私は保護者の責任という

のもある、負っていただかなければいけない

んではないかと。すべてで一括皆さんに交付

するというのは、私は疑問に感じているとこ

ろでございまして、やはりそれぞれの子供さ

んは、責任を持って教育してほしいなという

思いで、どちらかといえば私は廃止という方

向で回答をさせていただいております。 

 高校の授業料の無料化につきましても、公

立高校、また私立高校とで公平さを欠くとい

うところ。また、公立高校は原則として授業

料を徴収しない。また、私立高校は年額12万

円所得に応じて24万円まで加算、就学援助を

しようということが言われておりますが、や

はり義務教育と高校教育、それはやはり私は

ある程度今高校へほとんどの方が行かれると

いうことでこういう制度をとるというのはい

かがなもんかなと。私いろんなそれぞれその

子供さんの個性にあった、そうした授業

等々、そしてまた進路方向、そうしたものは

しっかり決めていくべきではないかなという

思いがいたしておるところでございますの

で、どちらかといえば中止という回答をさせ

ていただいております。 

 それから、高速道路の無料化。これにつき

ましても私はどちらかといえば中止。その理



－42－ 

由ですが、無料化しますとあと税金から徴収

されると。また、これは道路のないところで

も使わない人も応分の等しい負担が発生す

る。また、料金収入がなければ新規道路も困

難、また地域格差の広がり、そして過去に整

備された道路に対する債務負担が滞るという

ようなことも考えられます。高速道路の機能

麻痺等経済に影響等々、悪影響を及ぼすんで

はないかなという思いがいたすところでござ

います。そうしたところで、どちらかといえ

ば中止という回答をさせていただきました。 

 後期高齢者医療制度の廃止につきましてで

すが、この件につきましては、どちらかとい

えば推進という回答をさせていただいており

ますが、やはり国民がわかりやすく、まただ

れもが納得する制度改正を望むところでござ

いまして、そこら明確な説明等々もしていか

なければいけない。また、今やっと我々兵庫

県下で組織をして、事務等々をやっていって

おりますが、町村会12町のほうからも職員を

交代で出して、やっと事務が前向きに進んで

いるというところでございます。その中で対

応していくに当たっては、ころころころころ

変えますと、町民の方も逆に混乱してしまう

んじゃないかなという思いでございますの

で、どちらかといえばということで判断をさ

せていただいております。 

 次に、道州制の関係でございますが、私は

この件についてはもう反対ということで回答

をさせていただきました。やはりこの道州制

どんどん広くしていって、本当にしっかりと

した施策がとれていくのかどうか、今のとこ

ろ私はさほど期待していないと。逆に広域連

合、今近畿のほうで立ち上げがなされました

が、できるところはそうした広域連合でやる

べきものであろうとこのように考えており、

そうした回答をいたしました。 

 それから、次に一括交付金の関係でござい

ますが、この一括交付金、ぱっと言葉を見ま

すと本当においしいなといいますか、僕は期

待しておりますが、しかしその期待というの

はある程度の期待にとどめたというところで

ございます。この件につきましても、それぞ

れの自治体が地域の実情に応じて活用できる

自主性の高いものになると。そして、地域の

格差がなくなるというところで、ある程度期

待もすると。また、全体的な減額とならない

よう、財政力の弱い自治体等に配慮をするよ

うになること。そうしたところを私は考えて

いるところでございまして、やはりこの件に

つきましても、今どんどん国のほうでは言わ

れてますけども、まだ明確ではございませ

ん。そこら、しっかりと内容等を踏まえなが

ら対応していきたいなという思いでございま

す。 

 若干雑駁になったかもしれませんが、これ

で回答とさせていただきます。 

○議長（佐野芳彦） 清原良典議員。 

○清原良典議員 県内の40の市町長が答えら

れた一覧表が、先ほど町長言われましたよう

に11月23日から27日の間に４日に分けて載っ

ておりましたが、全員が同じ答えであった項

目はほとんどなく、消費税率引き上げなしと

答えられた福崎町長お一人以外の市町長が引

き上げ容認であったぐらいと見ております

が、先日近畿７府県が参加し、全国発の広域

行政組織関西広域連合が発足されました。初

代の連合長に、兵庫県の井戸知事が就任され

ましたが、広域連合を道州制にかわる仕組み

にしたい井戸知事のもと、道州制に否定的な

意見は首藤町長も共通であり、公務員削減以

外にメリットがないと否定意見を述べられて

おりましたが、今後地域主権改革が進んでい

こうとしている中、今回の数々のアンケート

に答えられた結果、アンケート全体を通して

総括的な思いとしてどのように感じられた

か。先ほどの答弁の中にもいろいろと思いを

お聞きしましたが、その一点最後に伺いたい

と思います。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） 私自身、やはり国では

いろいろと施策が次から次へと示されており

ますが、それが本当にうのみといいますか、

我々がぱっと取り組めるかどうか、まだまだ
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私はそこらあたりを疑問視するところでござ

いまして、やはり我々はどうしてもデメリッ

トが強いというようなところは、反対もすべ

きところはしていかないといけないという思

いでございますので、そうした中、私も太子

町の首長として策をまたいろいろと政策的に

取り組みもさせていただいておりますが、や

はり町民の皆さんが少しでも住みやすい町に

なるようにというところ十分判断しながら、

この国のいろいろな方策とともども、またそ

うかと言って反対しても追従しなければいけ

ない点も多々あろうと思いますので、そうし

たところ慎重に取り組みをさせていただきた

いと、このように考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 清原良典議員。 

○清原良典議員 終わりに、教育委員会に要

望をしておきたいんですけども、西中の周

り、特に太子山公園で中学生と思われる少年

たちが火遊び。暗くなってからたき火をたい

たり、いたずらが最近特に目につきます。一

応私も中学のほうにも伝えてはおりますけど

も、この時期笑い事では済まない事態も予測

されます。どうか教育委員会のほうから、そ

れなりの指導を徹底していただきたいと思い

ます。 

 それと、生活環境課。よく出されるアイデ

ア、いつもいまいちといった評価が多いんで

すけども、先月悪質訪問販売お断りシール、

あれは久々にヒット作品でした。非常に多く

の方がインターホンに張られているのを目に

しております。これは褒めてやってほしいと

思います。ただ、聖徳太子さんをコミック系

にして使うのはいかがかなとは思いますけど

も。 

 以上で終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で清原良典議員の

一般質問は終わりました。 

 次、井村淳子議員。 

○井村淳子議員 おはようございます。６番

公明党井村淳子、通告により質問をさせてい

ただきます。 

 まず、初めに選挙の執行管理についてでご

ざいます。 

 平成15年12月１日施行の公職選挙法が改正

され、投票方法の簡素化などを目的に、期日

前投票制度が平成16年の参議院選から導入さ

れました。仕事、レジャー、旅行、病気等に

よる場合など、投票日に投票所に行けない見

込みのときに、投票日前でも直接投票箱に投

票できるようになり、従来の不在者投票のよ

うに投票用紙を封筒に入れて、それに署名を

するといった手続が不要となり、投票の手続

が大幅に簡素化をされてまいりました。その

後選挙があるごとに、全国的に見ても投票率

が年々上昇傾向にあります。太子町におきま

しても、平成17年の衆議院総選挙での投票者

総数に対する期日前投票者の割合は10.89％

でしたけれども、平成21年の衆議院総選挙で

は23.89％、13％も増加をしております。ま

た、平成19年の参議院議員選挙での投票者総

数に対する期日前投票者の割合は、17.54％

でした。今年７月の参議院選挙では21.80％

と4.26％増加をしております。期日前投票を

行うためには、指定された投票所に行き、投

票日当日に投票に行けない理由を宣誓書に記

入し提出する必要があります。その宣誓書に

は、投票人の住所、氏名、また投票ができな

い理由を記入することになります。しかし、

高齢者の方、また車いす等障害を持っておら

れる方、乳幼児連れの方など住所などを書く

のに手が震えていつものように字が書けなか

ったり緊張したり、子供がぐずったりして大

変だったという声も今までにも聞いておりま

した。しかし、私は全国どこでも同じやり方

だと思っていましたので、これはしようがな

いなというふうに答えるしかありませんでし

た。 

 ところが、先の10月27日に行われました参

議院政治倫理確立選挙制度特別委員会におき

まして、質問に立ちました我が党の西田実仁

は、投票所で期日前投票の理由を選んで提出

する宣誓書に関して困惑する高齢者らが多い

実情を踏まえ、投票入場券の裏側に宣誓書の
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様式を印刷する方法を導入している自治体も

あるが、全国的に展開するには課題があるか

とただしたことにつきまして、片山善博総務

大臣は、こういう創意工夫をほかの自治体で

も取り入れたり応用したりしたらよいとの考

えを示されたところでございます。 

 早々私も調べてみました。公明党の国会議

員、地方議員、合わせて3,000人以上いるの

ですけれども、そのネットワークで北は北海

道から南は先日知事選が行われました沖縄ま

で、市町各地で投票入場券のはがきの裏側に

宣誓書を印刷をし、自宅で記入の上投票所に

持参していることがあり、それにより事務手

続もスムーズに進み、投票率もアップしてい

る自治体が多いことを確認いたしました。 

 本町の投票入場券は、一人一人個別に郵送

されてきますし、はがきの裏側に宣誓書を印

刷することは、スペース的にも可能であると

考えますが、期日前投票の利便性の向上、ま

た受け付け事務の簡素化に取り組んではいか

がでしょうか。 

 本日はお忙しいところ選挙管理委員会より

ご出席をいただいておりますので、選挙管理

委員会の考えをお伺いいたします。よろしく

お願いします。 

○議長（佐野芳彦） 堀選挙管理委員会書記

長。 

○選挙管理委員会書記長（堀 恭一） 選挙

執行に関するご質問でございますので、選挙

管理委員会と協議した内容等を踏まえまし

て、事務局よりお答えさせていただきます。 

 先ほど議員さんのほうから述べられました

ように、期日前投票制度につきましては、こ

れまでの不在者投票制度の一部を改正し、平

成15年12月以降の選挙に導入されておりま

す。手続も簡素化され、選挙日当日に投票に

行ける方でも、事前に気軽に済ませておこう

ということで、もともと期日前投票制度の導

入の経緯としましては、忙しいので選挙には

行けないという棄権者を少しでもなくそうと

いう意味合いで始まっておりますので、そう

いう目的を達成できていると思います。 

 直前の参議院選挙では、ご紹介ありました

ように太子町では3,348人、投票者の２割の

方が期日前投票をされております。その際

に、選挙日当日の投票に支障がある事由を宣

誓書にご記入いただくわけなんですけども、

これは執行規定の中で定まっておりますの

で、省略することはできません。 

 また、ご質問いただきました期日前投票の

宣誓書の書式を、いわゆる投票入場券の表

面、裏面等に印刷したものを使用していると

ころにつきましては、兵庫県内では多可町の

１町のみが使用しております。また、宣誓書

の書式そのものをホームページ等からダウン

ロードできる団体、県内に９団体ございま

す。今回県のほうよりアンケート調査もされ

ておりまして、今後さらに増える見込みでご

ざいます。ご指摘のございましたように事前

に住所や名前等を記入することができ、投票

所での受け付けが早く済み、投票する方の利

便性の向上や、また選挙事務の迅速化も図れ

るものと思います。 

 本町におきましては、これまで遠隔地等で

の不在者投票をされる方の宣誓書というもの

は、ホームページ等に掲載しております。そ

して、印刷が可能でございますけれども、期

日前投票の宣誓書については掲載をしており

ませんでした。これにつきましては、不在者

投票制度のときから投票所内で宣誓書を記入

していただくことが不正投票の防止に若干で

も有益であるという判断からしておりました

けれども、要件もご紹介のとおり緩和されて

おります。また、多くの団体が宣誓書の書式

を事前に取得できる状況の変化にあわせまし

て、今後は公正な投票の確保に注意を払うの

はもちろんのことですけれども、投票に来ら

れる方の利便性を考慮して、宣誓書の書式を

ホームページに掲載すること。また、入場券

への裏面への印刷についても、今後レイアウ

ト等も含めて早急に検討して、また選挙管理

委員会とも協議しながら進めてまいりたい、

このように思っておりますので、ご了解のほ

どお願いします。 
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○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 今の答弁で、前向きに検討

していただけるようなお話でしたので、これ

以上聞くところはないんですけれども、受け

付け事務の簡素化ということで、今言われた

ようにダウンロードができるところもかなり

全国的にあるということで、これについても

私も後の質問で聞こうと思ってたんですけれ

ども、それについても前向きに今回取り組ま

れるということをお聞きしました。 

 で、大体今までそういう選挙に関すること

は国が一律で決めることなので、市町では対

応できないものと私も考えておりましたけれ

ども、さまざまな工夫がなされております

し、実際にはがきを見せていただきました。

そうすると、かなり小さくなって、また反対

に高齢者の方にとっては書きにくい面がある

のかなと思ってましたけれども、それぞれ工

夫されて様式はさまざまでした。縦書き、横

書きありますし、選挙の投票場所、その地図

も一緒に宣誓書の隣に載せて印刷もされてお

りましたし、かなり投票人のあて先、またそ

れいろいろ名簿の番号とか投票所の場所と

か、大事なことを載せなあきませんけれど

も、印字が小さ過ぎるということはないよう

に見受けました。ですから、太子町において

もこれはやっていけるんではないかなという

ことで今回質問をさせていただきました。 

 その通告以降いろいろと調べていただいて

おりますので、特に言うことはもうないんで

すけれども、選挙権の行使は国民の最大の権

利ですし、投票率の向上にも、健全なる民主

政治の構築に欠かせないものであります。で

すから、再答弁はもう求めませんけれども、

ある程度もう答えが出ましたので、高齢者、

障害者、またその場での記入に戸惑う方々へ

の配慮として、自宅で宣誓書に記入ができ

て、それを持参することでふだん行きなれて

いない投票所で緊張する心理的負担が減り、

また時間帯によっては期日前投票所は込みま

すので、投票所内での手続に要する時間が減

るなどのメリットも考えられます。そして、

来年４月には統一地方選挙が行われます。太

子町におきましても県会、また町会の選挙が

行われますので、ぜひ選挙管理委員会として

投票者の立場に立った前向きの検討をさらに

お願いいたしまして、第１問の質問は終わり

とさせていただきます。ありがとうございま

した。 

○議長（佐野芳彦） ちょっと、ちょっとお

待ちくださいね。 

 ここで、選挙管理委員会への質問は終了し

ましたので、堀恭一選挙管理委員会書記長に

は退席いただきます。 

 暫時休憩します。 

（休憩 午前11時13分） 

（再開 午前11時13分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 井村淳子議員、引き続きお願いします。 

○井村淳子議員 それでは、次に質問に行き

ますけれども、まず最初に通告の表題に間違

いがありましたので、訂正をお願いいたしま

す。 

 表題に、成人Ｔ細胞白血病ウイルスと書い

ておりますが、これをヒトＴ細胞白血病ウイ

ルス１型というふうに書き直しをお願いいた

します。 

 では、質問に入ります。 

 ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型、以後ＨＴ

ＬＶ－１と申します。昔から存在して、日本

では九州、沖縄、東北、北海道に多いとされ

ておりますが、近年の調査で関東など都市部

を中心に感染者が増えております。1985年に

ＨＴＬＶ－１に対する抗体が特定できるよう

になり、感染が確認できるようになってまい

りました。厚生労働省の調査では、国内のＨ

ＴＬＶ－１の感染者は108万人ほどと推定さ

れております。 

 このウイルスが原因で発病するのが成人Ｔ

細胞白血病、いわゆるＡＴＬや脊髄症、いわ

ゆるＨＡＭであります。このウイルスによっ

て脊髄が傷つけられ、麻痺が起こる病気と考

えられております。比較的男性に多く発病
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し、年間に約1,000人の方が亡くなってお

り、2008年度からは難病にも指定をされてお

ります。 

 このウイルスの感染経路は、母親から母乳

を介した母子感染が６割以上を占め、男性か

ら女性への性感染が２割程度と報告をされて

おります。血液感染は現在ではほとんどない

そうであります。 

 ウイルスは、人から人に感染をしますが、

唾液で感染することはなく、共同の浴場、ま

たプールでの感染はしません。そして、この

病気が恐ろしいのは、発症するのはごく一部

で、発症するまでの潜伏期間が30年から40年

と長いことで、しかも予防接種など発症を予

防する方法がないことであります。現段階で

の対策としては、ウイルスの感染拡大を防ぐ

ために主な感染経路である母子感染を防ぐこ

とが必要です。そのために母親が妊婦健診で

の感染の有無を調べる抗体検査を受けること

が必要となってきております。 

 平成22年10月６日、厚生労働省はＨＴＬＶ

－１の抗体検査を妊婦健康診査の標準的な検

査項目に追加し、妊婦健康診査時に公費負担

の対象といたしました。ＨＴＬＶ－１は、感

染の有無は妊産婦健診での血液検査で確認が

できて、費用は2,000円ほどと聞いておりま

す。これにより、全国で感染拡大防止対策が

実施されることになります。今後は、キャリ

ア妊婦等の相談体制の充実を図るとともに、

正しい知識の普及啓発等の総合的な対策の推

進が不可欠です。町の取り組みについてお伺

いをいたします。 

 １つ、ＨＴＬＶ－１抗体検査を妊婦健康診

査の標準的な検査項目に現在追加をしている

のか。２番、感染者及び発症者の相談支援体

制は行っているのか。３番、住民に対する正

しい知識と普及、また理解の促進について、

どのように取り組みをされているかについて

お伺いいたします。よろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） ご質問のまず

第１点目でございます。抗体検査でございま

すが、妊婦健診でこのたびのご質問を受けま

して、再度各医療機関等々確認をさせていた

だきましたが、大体今太子町で妊婦健診で申

請をされている方の92％が姫路市、それから

地元太子町、たつの市での医療機関にかかっ

ておられました。それらの確認を行いました

ところ、標準的な検査項目として実施をして

おるということでございます。 

 それから、２点目でございますが、相談支

援体制でございます。 

 これらは、今申しましたように、医療機関

のほうで検査をされておりまして、相談支援

体制というのが第一義的に医療機関のほうで

されております。町といたしましても、住民

の皆様のほうからご相談がございましたら、

さわやか健康課のほうで必要な情報を提供で

きるといった相談支援体制を整えてまいりた

いというふうに思っております。 

 それから、３点目でございますが、住民の

皆様に対する正しい知識の理解と普及という

ことでございますが、これは妊婦さんにつき

ましては母子手帳の交付時に情報提供という

形で全妊婦さんに周知をしております。ま

た、毎月実施をしております母親教室におい

ても、こういった情報の提供を行っておりま

す。ホームページ等を利用いたしまして情報

発信をしてまいるというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 今３点についてお伺いした

んですけれども、このＨＴＬＶ－１の抗体検

査、最近厚生労働省からそういう通達があっ

たんですけれども、いつからこの検査をされ

ているようになったのか、１点お伺いしたい

と思います。 

 それと、感染者等の発症者について、医療

機関でもそういう指導、相談がなされている

ので、今後は太子町においても相談窓口、さ

わやか健康課になると思いますけれども、整

えていくという答弁をいただきましたが、具

体的に太子町での発症者はおられるのか。今
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までにご相談とかあったのかについてもお聞

きをしたいと思います。 

 それと、住民に対する正しい知識の普及と

理解の促進ということで、太子町においては

パパママスクールとか母子健康手帳交付時に

は、そういうふうに理解をしてもらうために

配布をしているということでしたけれども、

私もホームページを開いてみましたが、ホー

ムページについてはこれからということで理

解をしていいんでしょうか。広報についても

健康ダイアリーという欄が時々ありますけれ

ども、それの中でもこういう話題を一度取り

上げていただきたいなということがあるんで

す。今妊産婦健診の方には、どういうふうに

されているのかわかりませんけれども、何か

プリントとかリーフレットとか、そういうも

のを配布をされながら説明をされているんで

しょうか。ちょっとそのことについて、再度

答弁をお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） この抗体検査

がいつからかというご質問でございましたで

すが、時期につきましては確認をいたしてお

りません。恐らく国が示した時期に相前後す

るというふうに思っておりますが、確実なと

ころは確認をいたしておりません。 

 それから、これまで発症についての相談が

あったかというようなことでございますが、

このウイルスにつきましての発症の相談とい

うのは、これまではなかったというふうに思

っております。 

 それから、あと知識の普及と理解のところ

で、母子手帳交付時にどのような説明という

お尋ねでございますが、パンフレット等々は

ないと思っておりますが、こういった検査の

ところがされますというようなところでの紹

介といいますか、ということの程度と思って

おります。 

 それから、ホームページにつきましては、

これから掲載を考えると。また、町報の健康

ダイアリーの欄を活用するといった、今議員

さんのほうからのご提案、これにつきまして

は前向きに考えたいというように思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 今答弁をいただきまして、

私の家に最近赤ちゃんを産んだ嫁がおりまし

て、その嫁に母子手帳をちょっと見せてかと

いうことで見せてもらいました。そうします

と、網干の親愛産婦人科にかかっているんで

すけれども、ちょうど５歳の女の子も上にお

るんですけど、その母子手帳を見ますと、平

成17年１月妊娠29週で、このＨＴＬＶ－１の

抗体検査を受けておりました。そして、昨年

22年10月妊娠26週でＨＴＬＶ－１の抗体検査

を受けておりました。私は医師会のほうでも

う全部こういう検査、早く取り入れられてし

ているんだなということで、ああ進んでいる

なって思ったんです。これから厚生労働省が

取り組むということでしたので、この近隣に

ついてはわかりませんけれども、全部してい

るのかどうか、またね。今はもう把握されて

ると思いますけれども、かなり前からこうい

う検査をされているんだなということを実感

したわけでございます。 

 で、今後国の通達ですから、漏れなくされ

ると思いますけれども、ちゃんとお医者さ

ん、前から実施されていることも含めまして

確認をしていただきたいし、そしてこれから

妊産婦健診を受けられる、母子健康手帳を受

け取るときに説明ということで、これも嫁に

聞きましたら、そういう説明は聞いたことが

ないと。で、血液検査の中でのＨＴＬＶ－１

とはっきりと検査項目が出ているんですけれ

ども、この検査も何の検査であるかは知らな

かったと。大概そうだと思います。お医者さ

んが調べて異常があれば、そういう数値的な

異常があれば個人に知らせるということで、

ほとんど専門知識のない私ら一般民は、中身

についてはどの血液検査をしたとしても、特

に聞くことはないと思うんですけれども、今

回こういう国の方針も出ましたし、このＨＴ

ＬＶ－１が引き起こすさまざまな白血病につ
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きまして怖い病気であると。１回発症をする

と、治す手だてがないと。それも、潜伏期間

がかなり長い期間を経て病気になる場合があ

るということもありますので、今後特に母乳

を与えるお母さんからは母子感染の被害拡大

がないことを祈るばかりですけれども、再度

この母子手帳を配布する際に、最近では妊産

婦健診を14回実施しておりますので、検診を

受けずに出産するというケースはないと思い

ますけれども、そこのところを徹底していた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 母子手帳交付

時を初め、機会が何回かございますので、周

知をしたいというふうに思います。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 それでは、また健康管理な

どの相談窓口を開き、しっかりと周知をして

いただけますことをお願いいたしまして、次

の質問に移ります。 

 ３点目、子宮頸がん予防、またＨｉｂワク

チン、小児用肺炎球菌ワクチンの助成につい

てに移ります。 

 今年３月にはＨｉｂワクチンについて、ま

た９月には子宮頸がんのワクチンの一般質問

を中島議員よりしておりますので、中身につ

いてはその２つは割愛をさせていただきま

す。 

 このたび助成されることになった小児用肺

炎球菌とは、その名のとおり肺炎の原因にな

る細菌ですが、特に２歳までの子供の細菌性

髄膜炎、急性中耳炎などの主な原因として、

インフルエンザＢ型、いわゆるＨｉｂと、そ

してこの肺炎球菌が上げられております。し

たがって、原因となるこの２つの菌に対する

２つのワクチンで予防する必要があるわけで

す。 

 11月26日、総額４兆4,292億円に上る平成

22年度の補正予算が成立をいたしました。そ

して、医療対策費の中で、疾病対策費として

追加された1,200億円余りの中に、疾病対策

の推進を図るため、都道府県が設置する基金

に子宮頸がんなど、ワクチン接種緊急促進臨

時特例交付金を交付することにより、地方公

共団体が実施する子宮頸がん予防ワクチン、

Ｈｉｂワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン

の接種を促進するために必要な経費1,085億

円余りが計上をされました。 

 これは、公明党が予防ワクチンの早期承認

を実現し、ワクチン接種の公費助成を粘り強

く主張し続けた結果であります。この国の動

向を受け、太子町ではどう取り組まれるのか

についてお伺いをいたします。表題のワクチ

ンごとに取り組み内容について答弁を求めま

す。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 今議員さんの

ほうから、詳しい国の動向を紹介をしていた

だきましたが、ご紹介のとおり国の補正予算

の成立を受けまして、本町におきましても今

定例議会に補正予算を上程をさせていただい

ております。 

 時期としましては、まだ今後県の説明会が

今月の15日に開催をされます。国から県に対

する説明会が９日、そして15日に町に対する

説明会がございます。 

 詳細につきましては、そうした国の実施要

領に基づく説明会を受けなければ詰め切れて

ないわけでございますが、大枠につきまして

ご答弁申し上げたいと存じます。 

 まず、子宮頸がんの予防ワクチンでござい

ますが、対象者、これも国の助成基準に合わ

せた形になろうかと思います。中学１年生か

ら高校１年生までの学年に相当する女子とい

うことで、大体太子町では700人余りが対象

になるんではないかなと思います。接種の回

数につきましては、これも助成基準のとおり

でございまして３回接種、６カ月にわたる期

間の中で３回の接種ということを考えており

ます。 

 それから、助成額につきましては、国の基

準とおりとはいくかいかないか、今ちょうど

地元医師会のほうと協議をいたしておりまし

て、どの自治体もそうかと思いますが、まだ
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国の基準額というのが情報としては入ってき

てはおりますが、これもまだ説明会のほうで

されておりませんので、そういったところで

確実な額というのがまだ出ないんですが、方

向としてはやはり全額負担ということでの運

びになろうかというふうに思っております。 

 それから、Ｈｉｂワクチン、また小児肺炎

球菌ワクチンにつきましては、対象者がゼロ

歳から４歳の乳幼児ということで、本町にお

きましては大体1,450人ぐらいが対象になろ

うかというように思っております。接種の回

数につきましては４回ということで、標準的

なパターンとしましては、ゼロ歳時に３回の

接種をして、１歳時に１回の追加という形が

標準スタイルということでございます。助成

額につきましては、先ほどの子宮頸がんと同

様でございます。まだ、詳細なあれが出てま

せんが、全額助成という方向で考えておると

ころでございます。 

 それから、この補正予算の成立をもって、

速やかに実施ということでございまして、今

のところ１月の年明けには、それぞれの対象

者のほうに予診票を配布という形をとるとい

うことで準備を進めたいと思っております。 

 町内の中学校におきましては、学校を経由

しての形になろうかと思いますが、今詰めて

おるというところでございました。高校生に

つきましては、直接対象者に郵送という形を

今考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 国の動向がやっと出ました

ので、太子町におきましても全額公費負担の

方向で検討されるっていうような答弁だった

と思います。これからもっともっと詳しいこ

とが決定されていくんではないかなと思いま

す。それぞれ、この12月定例会におきまし

て、姫路市もそうですしほかの市町におきま

しても、この３種のワクチンに対する公費助

成をしていくというような見出しが見られる

きょうこのごろでございます。国の方針も、

助成額は国が２分の１、担当市町が２分の１

という形での負担で、接種を受ける側の負担

がなくなってくるというふうな認識でとらえ

ております。ぜひとも、こういう形でいって

いただきたいと思います。 

 それと、今Ｈｉｂワクチン、今年の７月か

ら太子町でも助成が始まったわけです。これ

は兵庫県と町が負担しまして、４分の１、４

分の１で接種をされる方が個人負担として２

分の１という形で助成をされているんですけ

れども、この点についてはどういうふうな形

になるのか。県は引き続きされようとしてい

るのか、国の動向を受けて、国がされるんだ

ったら県は手を引くと言われているのか。こ

のことについても、まだ出てないかもしれま

せんけれども大体の考え方、それについてお

聞きしたいと思います。 

 それぞれの助成対象者に対しては、１月か

ら対象者に問診票を配布していくということ

をお聞きしましたが、中学校の１年生の子供

たちに対しては、学校を経由して配られるみ

たいな話があったんですけれども、その点に

ついて再度詳しくお聞きをしたいと思いま

す。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、現在実

施をされてきておりますＨｉｂの関係でござ

いますが、これは実施日、今度新しい国の助

成をもっての実施日をもって、県の制度はそ

ちらに衣がえということで、その実施日の前

日まで現行の４分の１、４分の１の事業が展

開をされますが、実施日以降につきましては

もう全く国２分の１、市町２分の１の俗に言

います３ワクチンの事業に衣がえをいたしま

す。 

 それから、もう一点予診票の配布の関係で

すが、今まだ学校サイドのほうとお話をして

いる段階でございまして、まだこれで決定と

いうことではございませんが、やはり中学生

につきましては養護の先生等を初めとしまし

て、そういった事前の説明といったことも必

要ではないかなという観点で、今それの準備

をさせていただいておるというところでござ
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います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 今回の子宮頸がんのワクチ

ンは、中学生１年生からということで国のほ

うも示しておりますが、この点につきまして

は唯一予防できるがんとして、健診とワクチ

ン接種の必要性を対象者の中学生、また高校

生に認識をしてもらう必要があると思いま

す。そして、女性だけの問題ではなくて、男

女ともに学校教育において何らかの取り組み

を行う必要があると考えておりますし、また

養護先生、また保健の先生等一部の先生だけ

ではなしに、全教職員の方にも認識を高めて

いただき、普及啓発に取り組んでいただきた

いと考えておりますが、これについて中学生

にまだ決まってないということで、個人宅に

送るほうがいいのか、中学生にそのまま問診

票を持ち帰らせるのがいいのか、それはそち

らで検討していただくわけですけれども、今

回そういうことを受けまして、教育長の考え

方をお伺いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） そのようなパンフレ

ットを見まして、学校の養護を通じて配布す

るものかどうか検討させてもらって、配布で

きるものは配布させていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 その手続上のことも大事で

すけれども、先ほど申し上げましたように、

なぜこの子宮頸がんのワクチンが必要なのか

というような部分での学校教育が大切になっ

てくると思います。なかなか親から言うても

聞かない場合も多いですし、学校全体として

この対象の子供たち、男女問わず知らせてい

く必要があると思いますが、それについてど

うされるのかについてお聞きしたわけですけ

れども、再度よろしくお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 通常でしたら、国が

そのような指針を出しましたら、県教委並び

に学校養護のほうへそのような通達がまいっ

てくると思います。それを受けまして、もち

ろん職員研修並びに機会があるごとに保護者

のほうへそういうものについて啓蒙してい

く、そのようになっております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 ぜひ取り組んでいただきた

いと思います。 

 姫路市のほうも、このたびこの接種事業に

ついて既に公表をしておりますが、姫路市で

は22年、23年度は中学２年生から高校１年生

を対象として、23年度以降は中学１年生でこ

の子宮頸がんのワクチンとかがん検診の必要

性などを保護者、また対象者に学校を通じて

説明をしていくと。中学２年生を予防接種の

接種対象年齢としたいということで、見解が

出ております。このように、特に保護者、対

象者に対しまして、この唯一予防できるがん

としてこのワクチンが承認され、そして公費

助成の中で受けられるようになったというこ

とをやっていく必要があると思います。いろ

いろ市町によって取り組みはさまざまであり

ますけれども、この教育委員会、また担当課

と連携をしながら、また広報、そして検診、

予防ワクチンの重要性について、また町民の

皆様、また対象者の方に正しく伝えていただ

くことが大変必要になってくると思います。

今後も予防接種法上の定期接種化に向けた国

への要望活動をお願いいたしまして、次の質

問に移らさせていただきます。 

 続きまして、赤ちゃん駅（仮称）でござい

ますけれども、赤ちゃん駅の設置についてに

移ります。 

 乳幼児を連れた保護者が、外出中に気軽に

立ち寄って授乳やおむつがえができるスペー

スを施設内に設ける赤ちゃんの駅の設置は、

地域ぐるみで子育て世代を支える取り組みと

して、現在注目を集めております。 

 核家族化が進み、無縁社会なる言葉に象徴

されるように、隣近所の方を知らないなど地
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域との人間関係が希薄になってきて、在宅で

子育てする母親の育児不安の高まりや孤立化

が社会問題化し、それが児童虐待の背景にも

なっているとの指摘もあります。 

 そんな中、太子町では安心して子育てので

きる環境が整いつつあります。子育て中のお

母さんが気軽に外出できるようにと、今まで

にも一般質問で公共施設におむつがえができ

るトイレの推進を訴えてまいりました。平成

19年には図書館、あすかホールにもベビーベ

ッドを設置をしていただきました。町内のト

イレにつきましては、役場、総合運動公園で

は多目的トイレ、あすかホールでは女性用ト

イレに折り畳み式ベッド、保健福祉会館では

女性トイレに折り畳み式ベッドと多目的オス

トメイト・トイレ。図書館では、トイレの手

前に設置型のベビーベッドと手洗い場の設置

をしていただきました。そして、あすかホー

ルにおきましては、今年度の予算で多目的オ

ストメイト・トイレが設置される予定となっ

ております。 

 このように主な公共施設では、トイレにつ

いての整備は大分進んできたかなというふう

に思っております。最近私は幼稚園とか小学

校の行事等で、乳幼児を連れた子育て中のお

母さんと接する機会も多いわけですけれど

も、授乳、特におっぱいをあげるお母さん

は、施設の方に声をかけて、まんがよければ

保健室を使わせてもらうこともあるようです

が、多くの方はどこにいったらいいのかわか

らない。また、施設の方に声をかけるのも忙

しそうにしておられるので聞きにくいなど。

また、車で来ておられれば自分の車に戻っ

て、そして車で来ていないときは、トイレで

授乳をしている、そういうことも聞いており

ます。しかも、まだ幼稚園とかは大人のトイ

レは和式であります。和式のトイレで座れな

い中、もう最悪だったというような声も聞い

ております。男性の方は授乳の経験が全くな

いのでわからないかもしれませんけれども、

本当に赤ちゃんをだっこしながらおっぱいを

あげるっていうことは、その場所的にも大変

なこともあります。それを聞いて、本当に私

はもう少し悲しい気分になったわけですけれ

ども、今も昔も外出したときに困るのは、お

むつがえの場所や授乳をさせてもらえる場所

を見つけることでございます。よく私も若い

時代があったんですけれども、そのときにお

むつがえをするのに、男性の方はもうそこで

かえたらええやんかっていうようなことをよ

く言われます。端っこにあるベンチとか、図

書館でも端っこのいすを借りてしたらええや

んかって気軽に言われますけれども、やっぱ

りなかなかかえにくいものです。特に、うん

ちをしておりますとにおいも広がりますし、

本当に困ったなって。もうみんながいてる前

で広げられないし、においもするしというこ

とで、気兼ねをしながら、冬でしたら外の寒

い中子供のおしめをかえたこともあります。

このように私もいろいろと経験もさせていた

だいておりますが、乳幼児を抱えたお母さん

が、またお父さんが、また孫の子守のおじい

さん、おばあさんがもっと気軽に外出できる

ように、授乳やおむつがえが安心してできる

場所として町役場、児童館、公民館、保育

園、幼稚園など、町内の公共施設に常時授乳

やおむつがえはここですよというような表示

をして、（仮称）赤ちゃんの駅として利用で

きるようにしてはいかがでしょうか。ご提案

をさせていただきますので、考えをお聞かせ

ください。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 今井村議員さ

んのほうからのご提案がございました。本当

に授乳やおむつがえ、またミルク用のお湯を

提供できる場所がありますと、乳幼児をお連

れになった保護者の方々が安心をして外出を

されるということでございますので、福祉に

優しいまちづくりを進める上にも、また子育

て支援の上でも、一つ注目すべき施策ではな

いかなというように思いました。 

 全国の設置をされた例をかいま見ますと、

公共施設を初め、民間の施設のほうにも協力

をお願いをいたしまして、官民一体で取り組
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みをされておるというふうにお見受けをいた

します。地域社会全体で子育て支援をすると

いった姿がかいま見られます。公共施設につ

きましては、今井村議員さんのほうからも例

示をされましたんですが、そういったところ

につきまして、住民の方が立ち寄られますの

で該当するんかなと思います。全国的にも今

広がりを見せておりますパパママの味方、赤

ちゃんの駅の設置の動きでございますので、

その場所並びに費用等を調査をして検討した

いというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 これから検討をしていただ

けるような前向きな答弁だったかと思いま

す。もうちょっとお話をさせていただきます

が、これ一例ですけれども、９月に行われま

した太田小学校の運動会のときには、一時的

に学校の東端のスポーツ21のクラブハウスが

授乳場所として開放をされておりました。利

用者からは、暑い中クーラーも効かせていた

だいて本当に助かったという話も聞いており

ますが、幼稚園でも保健室が開放をされたり

しておりますが、ただ目立つ表示がなくて知

らない方もたくさんおられたようです。とも

かく私も聞かれたりしたら、運営されている

本部に行って、そういう場所がないかどうか

聞いてきって言うんですけれども、それもや

っぱり聞きにくいとか、私がかわりに聞きに

行ったりしてするわけですけれども、やっぱ

り出かけたお母さんたちが気楽に立ち寄れる

ような状況として、まずどこにあるかという

ことを知らせることが必要になってくると思

います。 

 先ほども、いろんな各地で赤ちゃん駅が実

施されているようだということももう調べて

いただいておりますが、実施されているある

市では旗のようなものを見えるように表示を

したり、またプラカードを上げたり、さまざ

まな工夫がされております。私、この夏にゲ

ゲゲの鬼太郎の鳥取の境港に行ったときに非

常に感心したのは、そこはちょうど商店街に

なっておりますので当然かもしれないなと思

ったんですけれども、距離としてはそんなに

長くないんですけれども、そのお店お店に赤

ちゃんが授乳できますよっていう表示とか、

ここはトイレだけですよとかね、いろんな表

示が商店街の上のほうに、みんなが見えるよ

うに設置されていたので、本当に赤ちゃん連

れでの外出でしたので、それは助かりまし

た。このように、太子町の中においては行事

があるごとにそれぞれ工夫をされて小さく表

示をされたり、幼稚園でもしておられるとい

うことは聞いているんですけれども、そうい

う大きく掲げていくということも大切になっ

てくると思います。 

 そして、この赤ちゃん駅というのは、今あ

るもの、また今の状況の中で対応できる範囲

内で対応していくというコンセプトをもって

臨み、おむつ交換用の専用ベッドがなくて

も、例えば座布団を置いたり、いすを置いた

り、そしてまた授乳スペースも特別なもので

はなくて、例えば簡単ないすとか間仕切りで

あってもよいのではないかという考え方で、

さまざまな市役所とか初めとする公共施設に

加え、民間施設等を含め、その市では88カ所

まで赤ちゃん駅として機能をしてきていると

いうこともお聞きをしました。その事業を始

めるに当たって、赤ちゃん駅（仮称）のロゴ

をみんなで投票をしたり、赤ちゃん駅が決ま

った後には、それぞれホームページにここは

授乳ができますよ、ここはおむつがえだけで

すよと。しかも、公共施設であれば何時から

何時までの間が利用できて、この日はお休み

ですよっていうようなところまで情報公開と

いうか、それをしているところもありまし

て、町全体で子育て支援が浸透をして、かな

り活性化もされてきたということもお聞きを

しました。ほんで、今も前向きな答弁があっ

たんですけれども、22年３月に策定された太

子町次世代育成支援行動計画後期計画の中に

も公共施設の保育設備整備の推進として、お

むつがえのスペースや授乳コーナー等の設置

を進める等々書かれておりました。太子町に
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は道の駅っていうのはありませんけれども、

子育てをするなら太子町を目指し、赤ちゃん

の駅を推進、ぜひ設置をしていただきたいと

思いますけれども、再度お考えをお伺いいた

します。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 先ほども申し

ましたように場所、また費用等も一方で考え

なければなりませんし、その間今議員さん言

われましたように、できるところからと、簡

易でもいいからというようなことでございま

す。そういったことも含めまして検討したい

というふうに思います。 

○議長（佐野芳彦） まだ続きますか、この

件について。 

（井村淳子議員「これで終わりです」

の声あり） 

 これで終わりますか。 

（井村淳子議員「はい。締め」の声あ

り） 

 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 じゃあ、もう聞きましたの

で言うことがないんですけれども、今年の年

間流行語大賞はゲゲゲのでした。トップテン

の中にはイクメンというものも上がっている

ように、育児を積極的にする男性も増えてま

いりました。このことからも、さらなる心の

バリアを取り除く環境、外出しやすいきっか

けづくりが大切になってくると思いますの

で、さらなる検討を要望いたしまして最後の

質問へと移らさせていただきます。 

○議長（佐野芳彦） ちょっと待ってくださ

い。井村議員、ちょっと待ってください。 

 この際暫時休憩いたします。 

 再開は午後１時とします。 

（休憩 午前11時55分） 

（再開 午後０時59分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 井村淳子議員、一般質問を続けてくださ

い。 

○井村淳子議員 引き続きまして、一般質問

を行います。 

 ５番目、小・中学校、園の暑さ対策につい

てでございます。 

 今年の夏は100年に一度の猛暑で、気象庁

が発表した６月から８月の天候のまとめによ

ると、この夏の日本の平均気温は平年より

1.64度高く、1898年の統計開始以来、過去最

高を記録いたしました。過去、小・中学校、

園の熱中症対策については一般質問で取り上

げ、教育現場での取り組みを尋ねてまいりま

した。その結果、プールサイドの日陰テント

の設置とか、垂れつきのカラー帽子の着用。

また、スポーツ時の日焼けどめクリームの使

用等さまざま改善してまいりましたが、ただ

日陰をつくるだけでは忍びがたい今年の異常

な蒸し暑さは、今後続くとも言われておりま

す。子供たちの普通教室の環境の整備、良好

な環境の中で時間を過ごすために対策を講じ

る必要があります。 

 そこで、お尋ねいたします。 

 熱中症や体調不良について、小・中学校、

園の現場においてどのような状況があったの

か、取り組んだこと等についてお願いいたし

ます。また、小・中学校、園の現場の先生の

健康、安全を守るために取り組んだことにつ

いてお伺いします。 

 それと、町内の幼稚園では教室に扇風機の

設置などが見受けられましたが、小・中学

校、ほかの園での設置状況はどうだったので

しょうか。 

 それと、来年も夏休み前後の高温化が予想

されることから、学校ごとの場当たり的対応

に任せるのではなく、教育委員会が責任を持

って暑さ対策に取り組む必要があると思いま

すが、今後どう取り組まれるのかについてお

尋ねをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） ご質問につきまし

てご答弁させていただきたいと思います。 

 今年の暑さを一言に表現すれば酷暑が続い

た時期かという形かと思います。そういう状

況の中で、園児、児童・生徒、学校園、それ
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の健康管理の取り組み、教室への環境整備に

ついてのご質問の内容かなと伺っておりま

す。その中で、１点目、２点目を含めまして

ご答弁をさせていただきたいと思います。 

 第１に、校園長会を開催させていただきま

して、今回の暑さ対策の強化や、対策を講じ

るよう指導してきたわけでございます。毎月

そういう会議の中で、繰り返し繰り返し暑さ

対策という形の指示をさせていただいたとこ

ろでございます。その中で、共通認識を持ち

ながら、情報交換も含めながら対応してきた

ところでございます。 

 また、保護者への対応と協力という形でご

ざいますけれども、学校だけの対応だけじゃ

なしに、家庭での対応も重要な部分もあるわ

けでございます。その中で、家庭での早寝早

起き、また規則的な食事等の生活習慣を再認

識していただくという取り組みもお願い申し

上げたり、また十分な水分補給、また屋外に

出る場合には必ず帽子着用とか、そういう暑

さ対策を講じながら活動していただきたいと

いう形で、学校園の便り等を通じまして協力

を得たところでございます。そういう情報発

信も一つの今回の対策かなと考えておりま

す。 

 そして、対策の方法として、一つは保護者

並びに園児、児童・生徒に対しまして、各学

校園でのお茶的な形を持ってきているわけな

んですけども、若干塩分を含めた飲み物、ま

たはスポーツドリンク等の持参も一部認めさ

せていただきながら、学校園で対応していっ

たところでございます。 

 それと、小まめな水分補給という形の熱心

な指導をしてきたところでございます、現場

におきまして。そういう状況で熱中症、また

は体調不良を起こした園児、または児童・生

徒が多く報告されたという形は報告はないと

ころでございます。 

 何分にも、こういう対応につきましては、

学校だけじゃなしに家庭との連携が最も重要

でございます。そういう認識のもと、今回取

り組めたんじゃないかなと考えております。 

 それと、３点目につきまして、屋外での授

業、体育的なことがあろうかと思います。そ

して、時期的に運動会の練習という形の時期

でございました。そういう場合に、屋外にテ

ントを事前に設置させていただいてそういう

授業、また練習に対応してきたところでござ

います。そういう中で、休憩を余分にとると

かという形で対応しながら時間配分をしてき

たところでございます。 

 そして、何分にも子供たちの体調を十分観

察しながら健康管理の対応に努めながら、ま

た授業を行ってきたところでございます。 

 また、別の対応をという形で扇風機。機器

の整備のことかなと思うんですけども、その

中で幼稚園につきましては、これは通常幼稚

園には各教室には扇風機があるわけでござい

ます。これを利用しながら暑さ対策をしてき

たところでございます。それと、一部の小学

校につきましては、風通しの悪い教室もござ

います。そういう対応として、扇風機等を利

用しながら風の動き、風の流れをよくする対

応もさせていただきました。それは、学校の

設置状況も若干違いますけれども、そうした

ところもございます。そして、斑鳩小学校で

あれば、工事中という形で南の壁面に工事の

シートがかかっておりました。そういう対応

という形で廊下等に工事用の扇風機を設置し

ながら対策をしてきたところでございます。 

 また、基本的には、本当に学校園で空調設

備ができてない状況でございますので、窓の

開放という形も一つの動きで適時対応して処

置をしてきたところでございます。 

 それと、４点目の今後の取り組みという形

でございます。これにつきましては、暑さ、

気象のことでございますので、今後読めない

状況もあろうかと思うんですけども、本当に

熱中症、または体調不良を起こさないような

状況につきましては、本当にふだんからの健

康管理やそれに対しての指導が重要と考えて

おります。ただ、その中で家庭での健康管理

への協力も大きな要素を抱えておるところで

ございますので、学校からの情報、また提供
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をしながら対処してまいりたいと考えており

ます。 

 それと、施設面の整備について若干触れら

れたかなと思います。その中で、現状では保

健室等の特別教室には空調設備が完備されて

おります。その中で普通教室はございません

ので、普通教室にすべて空調設備を完備する

には巨額な費用を生じてまいります。そうい

う状況から考えますと、難しく困難と考えて

いるところでございます。 

 ちなみに、普通教室、全町幼稚園から含め

ますと150教室がございます。そういう状況

の中でそういう空調設備を配備をするには相

当な金額、また補助体制を利用しながらとい

う形があろうかと思うんですけども、それは

ちょっと考えられにくいという状況でござい

ます。 

 その中で、本当に教育環境を整えるという

形で、一つの方法としましては緑化対策とい

う形があろうかと思います。これにつきまし

ては、十分研究もしておりませんし、その中

で考えるとすればヘチマ、またゴーヤ等のつ

る性の植物を南面に配置とかという形があろ

うかと思います。そういう環境整備も一つの

方法かなと考えているところでございます。 

 まして、本当にその子供たちの健康、心の

面もあるんですけども、身体的な管理が一番

重要でもございますし、環境改善については

十分取り組んでまいりたいと考えておるとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 今暑さ対策についてのるる

お話をお聞きしたんですけれども、毎月の校

園長会の中で、会議の中で暑さ対策の指示を

したということでいろいろお聞きしました。

その中で、いろいろスポーツドリンクとか塩

を含んだお茶とかされて、熱中症を起こさな

いような対策をとってこられたということ

で、幸い熱中症とかで倒れる子供たちがいな

かったということで安心をいたしました。 

 先ほど町内の幼稚園では教室に、私が見受

けたのは全部じゃありませんけれども、今年

暑いので購入をしたというところもございま

したので、幼稚園に限っては扇風機を取り入

れられたのかなと。ただ、教室に１つだけで

したけれども、やっぱり据え置き型というん

かな、普通の扇風機ですので、子供たちが動

き回っている時間とかは使いにくくて、みん

なが座った時間に、給食の時間とか絵本を読

んでもらう固まった時間に扇風機を使用して

いるというようなことをお聞きしました。

小・中の学校での設置状況ということで今お

聞きしましたら、風通しの悪い教室とか、そ

こには設置されているのかどうかはっきりち

ょっと聞き取れなかったんですけれども、風

の通りをよくする対応。また、斑鳩小学校で

は工事中なので、大型扇風機とかを設置して

きたということをいただきました。今回のこ

の夏の暑さに対して、即対応をしている都市

部の学校とかではエアコン、また扇風機とか

も対応される学校も多く見られました。私は

もうエアコンまではする必要はないと思って

います。ＣＯ２の関係を考えますと、扇風機

で十分対応できるんではないかなと思ってい

るところです。 

 ちょっとまたお聞きしたいんですけど、教

室のどういう形で暑いというのを見きわめら

れてるのかなと。温度計とかそういうのを毎

日はかって、また記録をとったり、客観的な

データを学校とか園では記録はされているの

かなということが１点と、この熱中症対策と

かの危機管理のマニュアルとかは学校にはそ

れぞれあるのかということと、あと教室に限

らず体育館とか幼稚園の遊戯室もかなり風通

しも悪いですし、そういう先ほどの斑鳩の大

型扇風機のような扇風機も中でする場合には

要ると思いますが、そういうことについては

今回、毎月の校園長会の中での会議には議題

として上がらなかったのかどうかについてお

伺いをいたします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） 各施設の温度状況

というんですか、気温の状況という形の、統
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計的には各学校園で対応されていると思いま

す。それにつきまして、こちらが把握してる

かというのは別の問題としまして、子供たち

の健康管理のためには一つの目安としての温

度の差というんですか、これにつきましては

十分認識しておりながら、その中での対応か

なと思います。これにつきまして、マニュア

ルという形の言葉が若干出たんですけども、

これにつきましては保健指導等、養護の立場

からは十分子供の健康管理が一番大切でござ

いますので、これにつきましては十分認識し

た中での対応がされているんかなと考えてお

ります。 

 それと、体育館等の状況でございますけれ

ども、昼間授業中につきましては体育館の窓

の開放という形で対応しているんですけど

も、本当に中の温度と外の温度が逆転するよ

うな状態が見受けられます。その中で、本当

にその風の空調という形が一番重要かと思い

ます。その中での施設面も十分加味しなが

ら、今後そういう施設が必要、これにつきま

しても十分課題として残してる部分かなと感

じたところでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員、残り１

分です。 

 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 それでは、１点だけ聞きた

いんですけれども、温度計の設置は実際にさ

れているのかどうかが、ちょっと今の答弁で

はわからなかったので、そのことについて、

連日34度以上の暑さでしたけれども、それに

ついてお伺いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） 温度計等につきま

しては、各教室に確認できる形で設置されて

おります。そういう形で今の状況というのは

各先生並びに養護も十分確認しながら、その

都度その都度対応しているんじゃないかなと

思ってます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 もう余り時間がないので、

ともかく教師、また生徒が安心・安全に学校

生活ができるように対応をしていただきたい

と思いますし、扇風機など設置が必要な場所

には早目に設置されることも必要かと考えま

す。そして、体育祭、運動会については今年

は日程どおりでしたけれども、来年について

は暑さが十分に引く時期への移行、もしくは

１学期への前倒しなど、日程の変更などを検

討することも必要と考えますので、どうか生

徒が授業を気持ちよく受けられる環境づくり

をお願いいたしまして、一般質問を終わりま

す。 

○議長（佐野芳彦） 以上で井村淳子議員の

一般質問は終わりました。 

 次、上田富夫議員。 

○上田富夫議員 太子町の選挙管理委員会に

選挙妨害を受けた上田富夫でございます。通

告に従いまして、一般質問をいたします。 

 まず、庁舎についてです。 

 通告のとおり、建設の場所、時期、規模、

それからそれに伴う財政について、それぞれ

説明を求めます。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 建設の場所、時

期、規模、財政についてのご質問でありま

す。 

 新庁舎の建設場所につきましては、東芝グ

ランドのうち、１万から１万2,000平米の購

入を進める旨、町長より議員全員協議会にお

いて報告させていただいているとおりであり

ます。 

 庁舎建設の時期、規模につきましては、現

時点においては未定でありますが、建設用地

の確保が整い次第、県下自治体の庁舎建設状

況等も参考にしながら、またこのことも町長

から既に説明されておりますが、コンパクト

で効率的な規模を決定して、種々課題を整理

しながら建設事業計画への手続を進めていき

たいと考えております。 

 財政関係につきましては、基金等の活用を

主に検討を進めておりますが、今後庁舎建設
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規模、建設手法等の綿密な精査が整い次第、

皆様に適宜お示しできるものと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 これだれの庁舎や。あんた

らの庁舎か町民の庁舎か、どっちや。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 太子町民の庁舎で

ございます。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 それで、だから、町民に相

談する必要ないの、どういうこと。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） このたびの用地取

得につきましては、議会に報告申し上げ、ま

た連合自治会にお集まりをいただき、まちづ

くりの集いにおいてその内容をご報告、また

確認をさせていただきました。 

 その結果につきましては、町広報、ホーム

ページに詳細を掲載し、町民の皆様にお伝え

できたものというふうに考えております。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 あんた気確かか。そんなこ

とで町民に認識させたと思うとんの、違うだ

ろうが。議員に説明したというておまえ、あ

れおまえ、こういうふうに思うとるという

て、おまえ、それだけやで。あんたらが決め

てしもうたんか、そしたら。 

 それで議会にはもう決めたはかい事後報告

しといたらええと。車の両輪や何や言うてっ

たん何や一体。これ下請か、議会は。違うや

ろう、な。いや、町の追認機関か、議会とい

うのは。あんらの言うたことをはいはいとい

うて、はい結構ですよというて言うとこか、

違うやろう。 

 もう一遍聞くわ。町民にほんまに、どうい

うものがどこに、どういうものをいつ建てる

んやという説明が行き渡っとうと思うか。場

所は新聞に載ったはかい、東芝グランドのと

こにということを考えとるということは、新

聞を読んだ人はわかったと思うけれども、そ

ら考えとるということであって、具体的にど

うやと、坪何ぼやと、取得金額幾らやという

て知っとるもんだれもおらへんで。太子町の

中で知っとるんいうたらあんたらだけ違う

か。 

 坪何ぼや、取得金額、あそこ、仮にとした

ら。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 町長よりご報告申

し上げておりますが、今現在、東芝グランド

を候補の一つとして調整を進めさせていただ

く旨、報告を申し上げております。 

 その交渉につきましても、順次進めており

ますが、適宜、今後において進めていくとい

うそのことでございます。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 いや、そういう答弁は当た

り前や。あんた初めに言うたんと全然違う。 

 でもおかしいよ。少なくとも、新庁舎を建

設するなら、じゃあ聞くわ、もうくどくど言

わんから、基本理念だけ聞かせてくれ、庁舎

建設の。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 地方公共団体の庁

舎につきましては、住民の利便性が得られ

る、また住民が利用する上で最も適当で、最

もよい場所、それを選定する。これが基本だ

ろうというふうに考えております。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 いや、僕は理念を聞いとん

ねん、あるだろう。いや、皆つくるだろうが

な、よその町、皆つくっとるやないかいな。

ちゃんとこういう、庁舎建設について基本理

念から立ち上げて、場所はどこ、大きさはど

う、金はこうというて、何かもう何年間も練

ってやっとるがな。こんなんいきなり寝耳に

水というような話で庁舎を建設しようとこあ

らへんで。だから、それをやるんなら、せめ

て基本理念ぐらいちゃんと聞かせてくれや。

そら、それせめてそれぐらいなこと説明すん

のは当たり前やろと思うで。 

 少なくとも文書で配るとか、議会に配ると
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か、ないっちゅうたらむちゃくちゃやで、そ

やけど。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 太子町の庁舎建設

につきましては、まず議会のほうからご意見

をいただきまして、平成９年から当局、我々

において進めております。その中で、庁舎の

一つの考え方といたしまして、近年の住民の

ライフスタイルの多様化や少子・高齢化、高

度情報化といった社会構造の変化と、行政改

革や地方分権、住民参加といった地方自治を

めぐる時代の潮流の中で、太子町の庁舎にお

きましては、住民のより多様なニーズにこた

えられるよう、種々な機能を複合した庁舎建

設を目指していくというそのことでございま

す。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 あのな、それ急に今考えた

ことと違うんかいな。あんたの頭ん中で考え

ついたことであってやな、前からきちっとそ

の理念を、ほんなら文書にして今持っとる

か。 

 そういうな、あのね、これよその町やけど

も、これ理念書いてあんねん。それはこれぐ

らいのこと書かなんだら。その、今言うたよ

うな、あんたせいぜい文章にしたら２行か３

行や。これ違うよ、きちっと書いてある。 

 この理念に沿って建設するんやというた

ら、物すごいわかりやすいんや。あとはね、

そりゃあ、例えばガラスがペアガラスにする

とか、そうでないのかぐらいな違いであっ

て、ようわかるわけや、全部。そういうもの

をなぜ議会とか住民に、あなた方はまずは提

示せえへんのや。 

 それから住民の声を聞いて物事というのは

進めるんが、そうと違うか。僕は前から言う

とるけども、ニセコなんか行ったときに、ま

ず建設するなら建設するということで、どこ

に建設するとかどれぐらいのものを建てるか

というのは、まず町民にぶつけるわけなん。

それから返ってきた中で行政のほうがそれに

基づいていろいろプランを練ると、これは当

たり前やと思うよ。 

 ただ太子町の場合は違うやん。あんたら決

めといて、それでこれで決まったよと、賛成

するか反対するんかというて、反対するんや

ったら反対したらというようなもんや。自治

会に聞いたさかいというて、自治会が住民の

代表やったりするもんかいな。自治会という

たらそんなもん違うだろうがな、間違うとん

違うか。 

 だから、理念も何にもないということにな

ったら、これの答弁なしか、結局は。時期も

何にも決まっとらん、財政も何にも決まっと

らん、ということか。それならそれで言うて

くれ。何も決まっとらんと、今。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 太子町のその庁舎

建設事業につきましては、議員もご承知のと

おり、場所というものが大きな懸案となって

おりました。そういう中で、このたび東芝グ

ランドを候補地として建設事業計画を進めた

いという、その報告を町長よりさせていただ

いております。 

 先ほどお答え申しましたように、用地の確

保、これが整い次第、順次適切に建設事業計

画を進めていきたいという、そのことを申し

上げました。もちろん建設事業計画につきま

しては、ここ10年間のうちに庁舎内において

種々検討委員会を設けて、太子町の庁舎その

ものについての検討は進めております。しか

しながら、このたび東芝グランドを一つの用

地として庁舎建設事業計画を新たに進めてい

きたいということを申し上げております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 あのなあ、ちょっと日本

語、僕の話し方が悪いか知らんけどな、場所

はそれでええやん。でも、例えば規模という

のはな、いわゆる床面積と思うわけや。床面

積というのはな、何で場所によって違うんじ

ゃいな。 

 例えばですよ、ここに建てかえるというの

と、東芝グランドに建てかえるというのと、
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床面積が違うということはどういうことなん

や、一緒だろうがな。狭いとこへ建てるのや

ったら上へ積み上げたええだけやないか、そ

うでしょう。いつかしら言いよった8,000平

米というようなことを言いよったけども、そ

りゃあむちゃくちゃ広過ぎると思うけども、

そりゃあ論議の余地はあるわけや。例えば

8,000としたら、1,000のやつを８つ積んだら

8,000になるやん。横へ広げたら8,000になる

し、それだけのことや。だから場所におい

て、きょうび10階や20階積み上げるというこ

とはどない、難しい話でも何でもないわけや

から。だから、面積どのぐらい考えとんやと

いう話ぐらいは。 

 それと、庁舎として、いうたら庁舎が太子

町のシンボルやというようなあほみたいなこ

とを言うよう人もおるけども、僕はそんなも

ん事務所やと思うとるからな、役場みたいな

もん。何で役場がシンボルになったりするん

やてと思うとんや。 

 それはそれぞれの人の考え方やけども、で

も、事務所と考えたらどこに建てろうと大し

てコストは一緒なんや。坪当たりというか、

平米単価というのは。そりゃあ、あすかホー

ルみたいに、坪200万円ちゅうようなむちゃ

くちゃぜいたくなものをつくりゃあ別やで、

けど、あんなもんつくるん違うかというのは

一方で不安はあるわけなんや、あんなむちゃ

くちゃな金かけられるんと違うかというの

は。 

 宍粟やってみないな、あれ24億円やったか

な、５階建てのあれが。ならこの間行った、

ちょっと見てったあっちのほうやったら、い

うたら免震装置を入れて７億円やないか、立

派なもんや。あんなもんやと思うとんや。 

 だから、太子町はどれぐらい金かけよう思

うとんやということを聞いたわけや。面積こ

れぐらいで平米はこれぐらいなもんやという

ものを一応考えとると、あとはどこへ建てる

か、それは用地の状況を見て考えると、僕は

こんな答弁が返ってくるのかと思いよったん

やけど、そうでないんやけども、それは決ま

ってないんですか、決まっとんですか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） まず、庁舎がシン

ボルか否かというそのお話もございました

が、私は庁舎はシンボル的なものだというふ

うに考えております。そういう意味で、庁舎

というものは町民の利便性が得られる、また

町民が利用する上で最も適当で、町民が感じ

られるよい場所だと、それが必要なことだと

いうふうに考えております。 

 建設事業計画につきましては、何度も申し

上げますが、これについて何度も町長より申

し上げておりますが、こういう時代ですか

ら、コンパクトで効率的な規模という、その

ことにおいて今後綿密な事業計画を立ててい

きたいというふうに考えております。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 いろいろ言ようけど、何も

考えとらへんいうこっちゃな。 

 いや、あんたのプランを言うてみないな、

ほんなら。いや、こんなプラン考えとんや

て。みんな考えとるで、議員やったって。こ

れぐらいなもんがええ、こんなんがええやな

いというて。今のあんたの、あんたというた

らおかしいな、町の、いやこんなもんがええ

んと違うかぐらいなもん、全然ないんかい

な、そんなことはないやろう。ないんならな

いと言うて、もうこれ以上質問せんから。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 庁舎の建設プラン

でありますが、今上田議員がお話の中で申さ

れました宍粟市、一番直近のその建設事例で

ありますが、宍粟市も一つの参考事例だとい

うふうに考えております。そういうことを含

めて、今後において県下の庁舎の状況をかん

がみて、太子町の庁舎の建設事業計画を精査

していきたいというふうに考えております。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 この辺でやめとくわ。 

 でもね、理念ぐらい出しないな。庁舎建設

に対する理念、これは議会に出してもらわん

でもええわ、町民に出してや。そら当たり前
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やで。 

 本当におまえ、昔の殿様みたいに思うとん

やな、あんたら。違うやろがな、民主主義と

いうことを心得てないな。みんなの意見を聞

くという姿勢がないんやな、あほらしいんか

いな、皆の意見を聞くん。 

 それで口では言うわけや、皆さんの意見を

聞く、皆さんの意見を聞く、どこに聞きよん

や、何も聞いてへんやないか、議会の意見す

ら聞いてへんやないか。 

 もうこれ以上聞いたって無駄やからやめま

す。だけど、理念だけは、あっ、これだけは

聞いとくわ。理念だけは出してくれるか、早

急に。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） ご質問のその理念

を含めて、太子町の新庁舎の建設事業計画に

つきましては、今後庁内において整理が整い

次第、明確にお示しできるものというふうに

考えております。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 ようわからんなあ。建設計

画とか場所はええ言いようやないか、理念を

出してくれと言いよんやんかい、何を言うと

んやいな。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 今申し上げたとお

りでございます。 

（上田富夫議員「何言うたん、聞こえ

なんだけどな。ちょっと何言うたん、

聞こえなんだ、何言うた」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 続いて。 

○総務部長（村瀬 学） 先ほど申し上げた

とおりでございます。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 いやいや、はかい、先ほど

何言うたんや。僕は理念を出してくれるか出

してくれんかというて聞いたけど、それの返

事聞いてないが。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 今後、庁舎建設規

模、また建設手法等を踏まえまして、綿密な

精査が整い次第、理念も含めてお示しできる

ものというふうに考えております。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 違うっちゅうのや、わから

んやっちゃなあ。その建設計画とか財政計画

は後でええねんや。まずは理念やっちゅうね

んな、わからんやっちゃな、何でわからんの

や、これぐらいのことが。わかっとってぼけ

とんかいな、いいかげんにしなよ、ほんま

に。 

 さかい理念、そんなもん理念みたいなんよ

う出さんというていうんなら出さんというて

もろうたらええしやな、出すなら出すという

てもろうたらええんや、何を言うとんやい

な。そんなとんちんかんな返事しなはんな。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） まず、新庁舎の用

地の確保を目指したいという、そのことでご

ざいます。用地の確保が整い次第、理念も含

めてお示しできるものというふうに考えてお

ります。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 まあ日本語の通じるとこで

物言うわ。 

 あのな、用地を選定する前に理念があるね

や。いや、何のために、理念後からつけたら

あけへんがな、そやろう。理念っちゅうの

は、まず初めにあるんや、それから、そのた

めにその理念に沿うてこの用地がどうか、建

設費がどうか、中身がどうかということが決

まっていくんやないかいな。 

 そんなこと私が言わんならん、私はあんた

高等学校しか出てへんさかい、あんたらみた

いに大学出てへんさかい頭悪いんや。せやけ

ど、それぐらいのことはわかるんや。 

 もうこれ以上やめとくわ。 

 次、子宮頸がんの予防接種とその対応の説

明ですけれども、これは先ほどの井村議員や

前回の私と中島議員の中で、一応の説明は受

けております。 

 ただ、この子宮頸がんにかかるといいます

か、それの年齢が非常に低下してきておる
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と。日本赤十字社の資料によりますと、非常

にこの近年、低年齢化しておるというデータ

が出とるわけなんですけれども、先ほどの説

明によると中学１年、２年でという話だった

んですけれども、国のほうも一応そういうよ

うな基準化をしとるわけなんですけれども、

本当はやっぱり小学校６年生、これ性交渉に

よって感染しますからね、だからそれがだん

だん低年齢化しとるということです。 

 だから、本当は小学校６年生ぐらいからが

一番ベターですけどなというのは、これは日

本赤十字社の説明なんですけれども、ただこ

の予防によって完璧に防げるがんですね、こ

れはね。 

 それで、聞きたいのは、教育長、学校教育

の中で性教育をされとると思うんですけれど

も、その中で、この性病というか、も含めて

子宮頸がん等についてどういう教育をされよ

るか説明をいただきたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 子宮頸がんのこと

で、法的に整備されてきておりますので、そ

のワクチン等について、同時に性教育または

道徳の中でこのようなことが教材化して、ま

た授業等に進められていくものと思っており

ます。今のところその辺まで私は把握してお

りません。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 いや教育長、国がそのうち

言うてくると、それからやろうかっちゅう話

でっか。だけど、性教育というのはやられと

ん違うんですか、学校で。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 性教育はやっており

ますが、命の教育ということで、男女のその

権利とか、またつき合い方とか、その体のこ

ととか、そういうものに触れております。そ

の一つのこの子宮頸がんというものについて

のこの限定したものについては、そこまで私

は把握してません。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 いやいや、いわゆる性交渉

によって、例えばエイズの問題も出てきまし

ょうし、それから妊娠という問題も出てくる

と、それから梅毒とかいろんな性病の問題も

あるし、その中の一環として子宮頸がんとい

うことの話も当然出てくると思うんですが、

私はどの程度まで教育されよるのか、それを

お聞きしとんですけどね。性教育はどういう

ふうな教育を太子町はしておられるのか、そ

れをお聞きしとんです。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 学年に応じて性教育

の内容が違うと思いますが、小学校の場合は

体を清潔にする、または高学年になれば体毛

が生えてきて、男女の体の違いが出てくる、

そして今議員さんが言われましたように、中

学校のほうにつきましては、思春期を迎え

て、健全なつき合い方というんですか、そう

いうもの、並びにＨＩＶとかそれとか梅毒と

か、そういうものについての学習はしており

ますが、何度も言いますが、子宮頸がんにつ

いて、私は今のところどの辺のところまで教

材が来ているものかというようなところは、

まだ把握しておりません。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 教育長、この前の議会で一

般質問の中で私と中島議員が、この子宮頸が

んの予防、このワクチンの予防についていろ

いろお尋ねしたわけなんですけれども、その

ときには、多分いらっしゃったと思うんです

けれども、興味なかったですか。 

 あのときに、ああこういうことがあるんや

ったら、児童や子供たちに、何らかの対策と

いいますか、少なくとも早速その予防という

ことは金の面でできいでも、父兄が集まった

ときとか、あるいは子供たちに対して、こう

いうことやから、例えば、もし予防を受ける

余裕のある人は受けなさいよとか、何かアク

ションがあるはずやと思うんですけども、全

然何もなかったんですか。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 



－62－ 

○教育長（寺田寛文） 私は特に指示はして

おりませんが、想像でいえば失礼になるかも

しれませんが、養護教諭等のほうでの研修等

には既に入っているものと思います。その啓

蒙というんですか、ＰＲというのは、やはり

その行政のほうから、今も出てましたよう

に、予防ということでそのような方面からＰ

Ｒはされて、次第にこの機運というものは盛

り上がってきていると思います。 

 そういう面で、このたびこのワクチンが接

種というなれば、なおかつそれについて学習

が入ってくれば、その健康面での対応ができ

るんじゃなかろうかなあと思っております。 

 何度も言いますが、子宮頸がんについての

教材として扱っているというようなことは認

識しておりません。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 教育長、女の子のお孫さん

はおってですか、どないですか。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） まだ孫は男の孫しか

おりません。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 私、９人、女が９人おりま

すねや、孫が。だから私は真剣ですよ。い

や、自分の孫やさかいどうこう言うんやない

けども、やっぱり身近におりますと、もしこ

の子らが、先で、20年、30年先に、もし子宮

頸がんにかかって、命まで落とすことはない

と思いますけど、だけど子供が産めんような

体にはなりますからね。そうなったときのこ

とを考えると、やっぱり対応しとかないかん

なという気はするわけなんですよ。 

 だから、我が身につまされるというか、自

分の身に降りかかってこなんだらというの

は、私はそりゃあ普通の一般の人はそれでえ

えと思うよ。でもね教育長はそうやないんで

すよ。そういう子供たちをみんな束ねて面倒

を見るという立場におってんですわ。その立

場ですよ、あなたは。そういう職におってん

ですよ。その自覚がなかったら困るんですけ

どな。だから、トップがぼんやりしとったら

困るというのはそこなんですよ。前に議会で

言ったことが全然その現場に生かされてない

というのは、私は怖いと思うんですよね。 

 すべて議会で言ったことが正しいとか間違

っとるとかは別ですよ。でも、少なくとも私

はこの問題についてはね、教育委員会として

どういう対策があるだろうなという検討ぐら

いは開いたと、ぐらいな返事が私は欲しかっ

たんですけどね。 

 今後、いろんな問題について、教育長、自

分の立場をひとつよく考えてもらって、ただ

普通のサラリーマンや月給取りと違うと、立

場違うんやという自覚を、やっぱり持っても

らわんと、私はちょっと困るんやないかと思

いますけれども、教育長はどう考えておられ

ますか。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） やはり議員さんの言

われるとおり、子供の健康と将来を担ってい

く立場でございます。残念ながら男であった

もので、子宮頸がんについてこの職につくま

で私は認識は薄かったと思っております。議

会のほうで何度も取り上げられて、初めて興

味を持って取り組んでいるというんですか、

勉強しているところでございます。 

 このたび具体的に方策が整ってきまして、

私どもはそれがいかに徹底しているか、また

はそれが教育のほうの子供に健康というも

の、また将来についての認識されているかと

いうようなことをこれからチェックしていっ

て、将来ある子供についての健康の面につい

て十分考えていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 それじゃあ、次に移りま

す。 

 公金の保管と運用ということですけれど

も、公金にはいろいろ種類があります。基金

もそうですね。この前の議会で、副町長に私

はいろいろお尋ねしとるわけなんですけれど



－63－ 

も、その中で、前に答えていただいたことは

また重複になりますんで結構ですから、今普

通預金や定期預金、債権、証券、預金と書い

ておるんですけれども、これの中身、説明い

ただけますか、内容。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 上田議員のご質問に

お答えいたします。 

 ご承知のように、公金の管理につきまして

は、地方自治法235条の４に、最も確実かつ

有利な方法によりこれを保管しなければなら

ないと規定しております。 

 公金の管理状況につきましては、235条の

２第３項に基づきまして、監査委員から例月

出納検査の結果として今議会にも報告させて

いただいておりますが、まず最初に、一般会

計と国保特別会計など７特別会計と、財政調

整基金会計など８基金会計についてご質問に

お答えします。公営企業法が適用される水道

事業会計については後ほどお答えさせていた

だきます。 

 普通預金の管理につきましては、平成17年

４月以降、ペイオフが全面解禁されたことを

受けまして、金融機関の破綻時に全額保護さ

れる無利息型普通預金に切りかえ、支払準備

金として10月末現在、一般会計、国保会計な

ど７特別会計合わせまして6,657万6,036円を

指定金融機関、兵庫西農業協同組合太子支店

に保管いたしております。 

 定期預金の管理運用につきましては、日常

の支払いに支障を来さないよう注意を払いな

がら、余裕ある資金につきまして、いわゆる

余剰資金につきまして譲渡性預金、あるいは

自由金利型定期預金として一般会計、国保会

計、介護保険会計、下水道事業会計を合わせ

まして５億9,000万円を兵庫西農業協同組合

太子支店で管理運用をいたしております。 

 基金の管理運用につきましては、８基金そ

れぞれ運用目的と運用の期間を考慮した上

で、取引金融機関、指定金融機関、指定代

理、収納代理金融機関それぞれに自由金利型

定期預金により管理運用をいたしておりま

す。８基金の合計金額は18億4,366万9,440円

です。 

 歳入歳出外現金123万6,400円を合わせまし

て18億4,490万5,840円を自由金利型定期預金

として管理運用をいたしております。 

 普通預金、定期預金、基金、歳入歳出外現

金を合わせまして25億148万1,876円、出納検

査書でごらんいただきたいと思いますが、現

在そこで管理いたしております。 

 有価証券の運用につきましては、一般会計

及び特別会計の資金需要によりまして臨機に

基金の処分、繰替運用を必要とする状況にご

ざいますので、長期の資金運用の実行は図っ

ておりません。 

 しかし、債権の発行元が破綻する危険性の

ない国債、地方債、政府保証債のような元本

償還の支払いが確実な債権運用等の情報を現

在注視しているところでございます。 

 水道事業会計についてお答え申し上げま

す。 

 平成22年10月末現在、流動資産、普通預

金、定期預金、有価証券の内訳でございます

が、普通預金２億3,931万3,743円、定期預金

５億円、有価証券２億9,996万円、合計10億

3,927万3,743円でございます。 

 普通預金の管理につきましては２億

3,931万3,743円を無利息型定期預金として保

管いたしております。定期預金につきまして

は５億円を収納代理金融機関に管理運用をい

たしております。有価証券につきましては、

市場公募公債、兵庫県公募公債と兵庫県市町

共同公募債を持っておりまして１億9,996万

円、もう一つはユーロ円債としての１億円で

ございます。 

 流動資産の１割を使用しているユーロ円債

の現況でございますが、実績といたしまし

て、初年度に600万円入っております。その

後を受けまして、第３回が平成21年10月27日

に100万6,126円、平成22年４月に198万

2,914円、平成22年10月に95万7,770円、トー

タル合わせまして994万6,810円を利息として

受け取っております。 
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 過去３回の換算為替の実績によりまして受

け取った利息は、先ほど申し上げました

394万6,810円でございますが、この600万円

というのは当初のものでございますので、そ

の３回の実績だけを見ますと、一番利息が低

かった最低利率として、年に直しますと

1.9155％となります。それであとの22％に満

たそうとすれば、約６年から７年で満期償還

となると思われます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 この一般会計の分について

は、前に説明を受けて、ちょっと私ようわか

らんとこが、無利息型普通預金というのはも

ちろん利息ないんですけど、譲渡性預金と

か、それらのもの、自由金利型定期預金とい

うのは、これは入札か何かで決められよんで

すか。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） まず、譲渡性預金と

申しますのは、１週間以上１カ月以内のもの

を言っております、いわゆる余裕となる資金

について。それから、自由金利型定期預金は

１カ月以上を想定いたしておりまして、指定

機関、収納代理、それから指定代理、この機

関に対しまして、あるいはほかの銀行もあわ

せましてですが、見積もりをとりまして、一

番利息が高いところに定期預金として設定い

たしております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 ここまで聞くのはちょっと

失礼かわかりませんけれども、今どれぐらい

ですか、金利は。できたら。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 現時点での私は把握

いたしておりませんが、例えば申し上げます

と、５億円の内訳、２億円、２億円、１億円

でいたしておりまして、２億円を預けている

ところにつきまして、利率として0.580％の

利率で預けております。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 これ非常におもしろい微妙

なとこの金利やと思うんですけれども、これ

は計算上やけども、これを複利で30年になっ

たらどれぐらいになるか、一遍計算してみた

ったらおもしろいと思うんやけど、倍にはな

らんけどね。30年で倍にはなりません、この

額では。でもかなりの金利にはなりますよ、

びっくりするぐらいな金利になると思いま

す。だから、金利ということについては、で

きるだけ神経を使っておいてほしいと思いま

す。町の扱う金額は大きいですからね。 

 ユーロ債で私はがんがん言ったんですけれ

ども、今のところ金利についてはそれなりと

いうことなんですけれども、ただちょっと安

心はしとられへんのんですわね。いつ経済の

情勢がひっくり返るやらわからんという部分

がありますんでね。 

 これ今までちょっと調べてみたデータを見

ますと、もう既に損害を出しとうとこが結構

あるんですよ。そういう資料は町は入手して

ますか、してないですか。よそのことはもう

余り関係なしで調べてないということです

か。よそは調べてみましたか、どないです

か。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） よそといいますか、

朝来市さんとか豊岡市さんにそういうことは

確認といいますか、そういうことはいたして

おりませんが、先ほど申し上げました実績の

中で、ちょうど半期ごとの実績が３回ござい

まして、その中の一番低い率で仮に計算して

も６年余り、6.3年ぐらいと思いますので、

６年から７年で2,200万円に到達するという

ふうに思われます。 

 きょう現在のオーストラリアドルを見ます

と、８時59分現在ですが82円でございますの

で、私どもが計算しているところの表からい

きますと2.63というパーセンテージになりま

す。ただこれは議員もご存じのように、10月

と４月時点でのことでございますので、ただ

こういったものについては十分日々注視いた

している状況でございます。 



－65－ 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 それと、この前から何と比

べますと、水道が結構金たまってきました

な。これはやっぱり、どうですか、値上げだ

けですか、それとも使用料の関係も含めてで

すか、ちょっと水道のことが、この間三木へ

行ってきたときに、向こうは水道料金ちょっ

と高いんですね、太子町より。ただ、いろい

ろ工夫されて、いわゆる投資をできるだけ抑

制するということでいろいろ工夫されてしと

るわけなんですけれども、一度やっぱり、そ

の投資も結構ですけれども、できるだけ少な

い費用でそれなりの効果が上げられるという

ことを研究していただいて、10億円余りの金

があるということになれば、今これだけ厳し

い社会情勢ですので、名古屋は税金10％下げ

るやどうかというて言うてますけども、下げ

る下げんは別にしまして、やはり住民にでき

るだけ、住民の生活に還元できるような、そ

ういうお金の使い方を私は今はすべきやない

かと。余裕があるときとはまた別なんですけ

れども、その辺をよく考えていただいて、事

業の見直しといいますか、その辺を考えてほ

しいと思うんですけれども、いかがですか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 今回、北配水

池につきましても、当初予定をしておりまし

た工法とさらに比較いたしまして、より安価

なということも含めまして検討しておりま

す。 

 それから、現存施設についても、長寿命化

計画とか、そういったことを行いながら、経

費節減に努めていきたいというように思いま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 ちょっと脱線しましたけど

最後は、えらい済みません。 

 ただ、私はやっぱり、何といったって町は

財政が基本やと思ってますので、財政が苦し

いのにああせえこうせえと言ったってできる

もんやないし、ただしかし、財政というのは

あくまで税金ですから、やっぱり有効に使っ

てほしいという思いがありますんで、その辺

をこれからも行政進捗の上で、よく考えてや

っていただきたいと思います。 

 終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で上田富夫議員の

一般質問は終わりました。 

 次、橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 橋本恭子、通告に従いまし

て一般質問を行います。よろしくお願いいた

します。 

 まず初めに、１点目、総合公園に健康歩道

をについて伺います。 

 毎日総合公園を早朝から深夜まで、友人や

夫婦や一人で歩いたり走ったり、多くの人が

利用されています。私も総合公園ではありま

せんが、健康のため、毎日約１時間、犬の散

歩で歩いていますので、体調はとてもよいで

す。 

 総合公園を毎日歩いている方々から、歩い

た後、足のつぼを刺激する健康歩道があった

らいいなあ、町に要望してほしいと聞いてお

ります。太子町の児童公園横に立派な町民健

康歩道ふみふみロードがあり、平成10年に竣

工されています。立て看板には、足の裏健康

法について書いてありますが、健康歩道を素

足で歩くと痛くなるところがあります。足の

反応帯、左右の足裏説明のように、痛むとこ

ろを見つけることによって体調のよくない箇

所が判断できる。痛みを耐えながら何回も歩

き続けると体調もよくなり、痛点がなくなり

ます。痛点がなくなるまで続けて歩くように

しましょうと書いてあります。 

 今総合公園では、12月定例会で一般会計補

正予算で、柳池まで造成工事8,000平米を１

万1,000平米に変更され、追加工事が出てお

りましたが、来年２月まで工事中なので、こ

の機会に足のつぼを刺激して体調がよくなる

健康歩道をつくっていただけないか、お伺い

いたします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 
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○経済建設部長（山本武志） 総合公園、現

在進めております国庫補助事業の総合公園で

ございますが、平成21年に事業認可変更を受

けております。その計画変更に沿った整備を

現在進めているところでございます。 

 変更後の計画におきましても、今ご質問の

ございました健康歩道に係ります計画につい

ては持ち合わせておりません。よって、現時

点では設置は難しいんではないかというよう

に考えております。将来的にさらに認可変更

等、必要となった場合におきましては検討し

てみたいというように考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 そんなにあっさりと言われ

るとちょっと残念です。町民の声ですので、

一応は国庫補助で変更されて、そういうよう

な考えがあるかもわかりませんが、そんなに

あっさり言われると私も町民にどう説明して

いいのか、ちょっと心配になります。 

 例えば、たつの市市役所の横に公園が、健

康歩道、あるわけなんですが、そこは屋根も

なく、ただのもう本当に足踏みの状態の歩道

なんです。余りお金もかかってないような、

そういう歩道でありますが、この太子町にお

いては屋根があって立派な健康歩道のふみふ

みロードですので、こんな高い健康歩道をつ

くっていただきたいとは思っておりません

が、私としては、やはりそういう町民の声を

聞いておりますので、今すぐできなくても、

やはりつくっていただきたい。 

 そして、私の案としては、テニスコート横

に、街灯もついておりますし、歩道がありま

すので、それから遊具の横とか、そういうあ

たりがよいなあと思っておりますが、それに

ついていかがでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 先ほども申し

上げましたが、現の事業認可の中ではそうい

ったものの施設整備ということでは入ってお

りませんが、将来的な変更を行う場合につい

ては、また検討もしてみたいというように思

います。 

 それから、場所につきましても、今お示し

いただきましたテニスコートということでご

ざいますが、あの区域については既に完成型

という形になっておりますので、もともとそ

ちらのほうに計画というものはなかったわけ

で、補助事業上どうなのかというのも検討し

てみる必要があるんではないかというように

思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 余り無理も言えませんの

で、将来的には近いうちにつくってほしいと

私は思っております。テニスコートの横はも

う整地になって、遊具の横も本当にちょっと

場所的にどうかなと思いますが、一応町民の

声でありますので、近いうち、よろしくお願

いいたします。 

 次、入ります。 

 高齢者の横に「虐待」と入れてほしいんで

すが、次、２点目、入ります。 

 高齢者虐待と児童虐待について伺います。 

 つい先日、ある新聞に昨年度高齢者虐待が

最悪１万5,691件、前年度比５％に上り、調

査開始以来３年連続増加したことが11月22日

に発表され、厚生労働省の調査でわかりまし

た。 

 内訳は、家庭内での虐待が１万5,615件、

介護施設内が79件、家庭内の虐待者は息子が

最も多く41％、前年度は40％を占めておりま

した。 

 調査は、高齢者虐待防止法が2006年度に施

行され、虐待の発見者に市町村への通報義務

が課せられたのを受けて、全国の自治体に件

数を聞くと、家庭内の虐待の場合、被害者の

77％が女性で、80歳から84歳が最多の24％、

被害者の少なくとも46％に認知症が認められ

たそうです。 

 被害者と虐待者が同居しているケースが

86％あり、世帯構成は未婚の子と同居が最多

38％、息子に次ぐ虐待者は夫18％で、次に娘

15％、嫁が８％と続いていました。 
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 次に、太子町においては、児童虐待につい

て、先月11月１日から11月30日まで児童虐待

防止推進月間で、オレンジリボンが全職員と

議員に配付され、虐待のない社会をつくるた

めの啓発活動がありました。しかし、虐待に

よる幼い子供の悲惨な事件がマスコミで頻繁

に伝えられるなど、子育てに対する不安、負

担の増大を背景に、児童虐待が大きい社会問

題となっています。 

 そこで４点伺います。 

 １、町内で虐待の通報はないか、高齢者と

児童虐待について別々にお答えください。 

 ２点目、過去にどのようなケースがあっ

て、どのような対応をされましたか。 

 ３点目、高齢者虐待を発見した場合と児童

虐待を発見した場合の対応と経過。 

 ４点目、町としての今後の取り組みについ

てお聞きしたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、高齢者

虐待のほうからお答えを申し上げたいと存じ

ます。 

 昨年度、21年度、本町では通報が６件上が

っております。内訳といたしましては、身体

的虐待が４件、心理的虐待が１件、介護放棄

１件でございます。 

 過去にどのようなケースがあって、どのよ

うな対応ということでございますが、２問

目、３問目とちょっと、対応につきましては

重なる部分がございますので、続けた形でご

答弁を申し上げます。 

 どのようなケースといいますと、先ほど申

しました身体的、心理的、ネグレクト、それ

から経済的虐待といったようなことがありま

すが、これまでの例では、たたく、ける、つ

ねるといった、俗に言います身体的虐待、そ

れから、どなったり、高齢者が話しかけても

意図的に無視をしたりするといった心理的虐

待、それから御飯を食べさせない、おむつを

かえない、劣悪な環境の中に放置をするとい

った介護放棄というケースがございました。 

 これらのケースに当たってどのような対応

かと申しますと、通報を受けました後、情報

の収集に努めます。どういった状況といいま

すか、その情報収集にまず努めまして、虐待

の状況、また虐待の背景を分析をいたしまし

て、命の危険性が高いと判断しましたときに

は、虐待している家族から離すということが

第一でございますので、警察と連携をいたし

まして施設等への緊急措置入所といった方法

をとっております。 

 虐待といいますのが家族の介護疲れ、また

過剰な責任感といったところから、介護者の

ほうが無意識のうちに虐待をしてしまうとい

ったことがございます。また虐待を受けてお

ります高齢者ご本人が認知症といったような

こともございまして、双方が虐待という認識

がされないうちにその状況が進んでいくとい

うことがございます。その背景といいます

か、原因分析というのがまず重要ということ

でございます。 

 その分析の結果、どういうふうにするのが

一番いいかということで、その結果から介護

保険のサービス事業者、また医療機関、また

県の健康福祉事務所等と連携を図りまして、

一番適当な対応を探っております。 

 それから、今後町としてどういった取り組

みというお尋ねでございますけれども、先ほ

ど厚生労働省の発表が橋本議員さんのほうか

らもご紹介がございましたとおり、大体虐待

を行った者の続き柄が、息子さんと夫という

のが半分以上占めておるといったことがござ

います。 

 こういったことから、この12月号の広報で

掲載をいたしております。高齢者虐待の予防

啓発並びに認知症の症状などに対する理解の

促進を行ってまいりますとともに、介護に対

する負担感が高いと、大きいと考えられてお

る家庭を把握をいたしまして、介護保険サー

ビスの適切な利用などを説明をいたしまし

て、介護支援専門員、ケアマネを初め、介護

保険サービス事業者と速やかな対応ができる

ような情報交換をさらに密に行うという所存



－68－ 

でございます。 

 また、職員のほうの対応能力が大事でござ

いまして、研修や経験を積み重ねていくと、

そしてその能力を高めていくという取り組み

を行っていく所存でございます。 

 次に、児童虐待のほうでございますが、こ

れも虐待が疑わしいということで通報があっ

た件数でございますが、20年度で３件、それ

から21年度で６件、そして当該年度、22年

度、11月までの時点で11件ということで、約

20件ほど通報がございます。 

 その内訳でございますが、母親からの通報

が５件、それから学校園からの通報が７件、

それから住民の皆様のほうからの通報が４

件、それから相談窓口において発覚したのが

４件、児童相談所のほうからの引き継ぎが１

件という内容となっております。 

 児童虐待の種類でございますが、これも身

体的虐待、性的虐待、心理的虐待、それから

育児放棄、俗に言いますネグレクト、４種類

ございますけれども、家庭内、社会内施設と

いう密室での事柄であるだけに、高齢者虐待

もそうですが、やっぱり潜在性がございま

す。表になかなか出にくいというものがござ

いまして、この実態を正確に把握するという

のが極めて困難、難しい状況でございます。 

 通報、一報をためらうという風潮がござい

ます。また、高齢者に当たりましてはなかな

か家の中に、俗に言います介護度が高い方が

多うございますので、なかなか外へ出られな

いといったようなケースで、ほんまに表面化

しにくいわけでございますけれども、通報件

数が増えておるということには、やはり通報

の重要性といいますか、法律からいいますと

ころの通報の義務といいますか、それが年々

定着のほうにいっておるということも、その

増加の背景というふうにとらまえておりま

す。 

 児童虐待の対応の方法でございますけれど

も、それぞれの個別のケースによりまして違

いがございますが、まず虐待を疑いましたと

きには、児童相談所を初めとしまして、関係

機関と連絡をとりまして、速やかに児童の安

全確保とその虐待の状況といいますか、事実

の確認をいたしております。 

 家庭と親子が一番必要としている支援は何

かと、それを見つけることによりまして問題

解決へとつなげておるというのが現状でござ

います。頭からの否定的な、また批判的なそ

ういったものでかかるのではなしに、親御さ

んの悩みや訴えに耳を傾けまして、その心情

の理解に努めます。また、その心情に寄り添

うことを心がけながら、信頼関係を築いてい

くといったことで、親などを支えながら子供

さんとの関係修復を図るといったことを支援

の基本に置いて対応をしておるというところ

でございます。 

 その具体の対応でございますけれども、発

見、通報、相談といったことから始まりまし

て、要保護児童対策地域協議会の開催を基本

として対応をいたしております。まず通報を

受けた後、速やかに関係機関の担当者を招集

をいたしまして、緊急受理会議を開催をいた

しまして、通告者や関係機関からの情報収

集、また家庭調査を早期に行いまして、虐待

の事実確認や実態把握を行っております。虐

待による児童の危険度、緊急度を判断をいた

しまして、方針を決定した上で関係機関と連

携を図りながら対応をしておるというところ

でございます。 

 今後の取り組みでございますけれども、子

供の教育に大きくかかわる保護者が、精神的

な未熟さや、特に多いのがストレスでござい

ますが、ストレスなどによりまして子供への

暴力や放置を引き起こし、親としての責任を

十分に果たせないといったことが大きな問題

でございます。保護者がゆとりを持って安心

をして子育てができる環境づくりを推進して

いくとともに、児童虐待の早期発見、通報な

ど、適切な対応ができるようなネットワーク

づくりが必要というふうに考えております。 

 この要保護家庭は年々増加をいたしまし

て、中にはもう対応が非常に困難な事例がご

ざいます。児童虐待は児童の心身の健全な成
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長や人格形成に大きな影響を与えます。次の

世代にも引き継がれるおそれがありますの

で、初期段階から適切に支援をしていく必要

がございます。育児不安や地域での孤立が児

童虐待の要因につながるということから、本

町では、こんにちは赤ちゃん事業、また育児

相談事業を実施をしておりまして、虐待の早

期発見に努めておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 なかなか詳しく答弁してい

ただきましてありがとうございます。 

 私も、虐待の種類は今部長が言われたよう

に、心理的虐待、身体的虐待、経済的虐待、

介護放棄、性的虐待、それから今言われまし

た育児放棄、そういうように調べております

が、高齢者虐待についても児童虐待について

も、暴力を振るって子供が亡くなったとかお

年寄りが亡くなったとかということが多々あ

るわけですが、それを今通報の義務があっ

て、市町村になかなか通報しても来てもらえ

ないし、今は児童虐待の通報義務があって、

20年度は３件で21年度は６件で22年度は11件

ということで、毎年児童虐待についても増え

ております。 

 そして、高齢者虐待についてもやはり年々

増えているかと思いますので、太子町にそう

いう家庭があると思うと、私も何か心を痛め

ておりますので、何とか初期の段階で、どち

らにおいてもそういう痛ましい事故が起こっ

たり、それから気の毒なというんでしょう

か、不幸がないように、やはりそういう住み

やすい太子町でありたいなとつくづく思って

おります。 

 それで、今の発見し通報し、それで危険性

があるかどうか、高齢者虐待についても児童

虐待についても、家庭の調査をし、危険を伴

うとすれば方針決定するというふうな運びに

なっておりますが、近所の方、割と言いにく

いかもわかりませんが、通報があれば即動い

ていただいて、それこそそっちの悪い事件と

か、そういうふうに起こらないように、今精

いっぱいしてくださっておりますが、今後ま

た、こういう社会情勢がこんなですので、ど

ちらの虐待も増えるかと思いますので、十

分、今部長の説明でありましたが、気をつけ

ていただいて、大きな事故にならないよう

に、それで虐待が少しでも減るように、広報

で啓発をしてくださっておりますが、十分啓

発し、住みよい太子町にしていただきたいと

思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

○議長（佐野芳彦） 以上で橋本恭子議員の

一般質問は終わりました。 

 次、中島貞次議員。 

○中島貞次議員 中島貞次でございます。一

般質問をいろいろさせていただきますので、

またよろしくお願いいたします。 

 一般質問いたします前に、先ほどの子宮頸

がんの話なんですけども、教育長の話等を聞

きながら、昨日こんなニュースがありまし

た。 

 子宮頸がんにかかったお母さんが出産され

たわけです。当然、赤ちゃんができた２カ月

か３カ月目時点で子宮の、例えば検査をした

ときがんがあるというのがわかったわけで

す。そっから当然十月十日と言いますから

10カ月間、赤ちゃんをおなかの中に抱えなが

ら出産するわけです。ということは、その７

カ月間、８カ月間というのは大変な苦労なわ

けです。がんを体の中に抱えながら、しかも

赤ちゃんを抱えながら。どっちが最終的に、

10カ月先に赤ちゃんが本当に生まれてくるの

かとか、そういう命の問題、お母さんの命の

問題もかかって、子宮頸がんですから命には

別状はないとしても、子宮を取らないとがん

というのはほんまになくならないわけで、そ

ういう意味で、今後の中学校、小学生のそう

いう子宮頸がんに対する認識、保護者に対す

る認識というのは、やっぱり今後いろいろな

面で図っていただきたいなと、そういう要望

だけ先に言っておきます。 

 では、通告に従って質問させていただきま

す。 
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 まず１点目が、地域福祉計画策定について

ということであります。 

 これは社会福祉法に規定されております、

市町村の地域福祉計画を策定するという内容

があるんですけども、それを町としてする予

定なのかどうかということをお尋ねいたしま

す。 

 ちょっと古いデータですけども、大阪府で

は９割を超える府内の自治体がもう策定済み

とか、策定予定と聞いております。これも古

いデータですけども、兵庫県は大体５割くら

いと聞いております。町としてどのように考

えているのか、お尋ねいたします。 

 町には老人福祉とか障害者福祉、児童福祉

などの個別の計画は提示されております。し

かし、それは縦割りであり、横断的に行うよ

うなそういう福祉の総合計画が必要であると

思いますが、当局の考え方をお尋ねします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 市町村地域福

祉計画策定についてのお尋ねでございます

が、今中島議員さん言われましたように、社

会福祉法の第10章第１節第107条にその旨が

規定をされているところでございまして、町

がこの地域福祉の視点というのは、かねがね

から申し上げていますとおり、今の社会情勢

から申し上げて、本当に個別、なるほど個別

のそれぞれの計画は策定をしとんですが、こ

ういった総合的な策定につきましては、今の

社会の状況から見ましても必要があるという

ふうに認識をいたしておりまして、県のほう

からもそれぞれの県下の市町に対して計画の

策定が求められておるというところでござい

ます。 

 ですから、町といたしましても、今後この

計画では21年度から25年度の中で策定をして

くださいという県の求めでございますが、こ

の策定期間中に策定をするというところで準

備を進めたいというふうに思っております。 

 ちなみに、県下の21年度末の現在の状況で

ございますが、41市町のうち27市町が策定を

済まされておりまして、町のほうでは３町が

策定をされておるというところでございま

す。本町もこの県の方針に沿う形でございま

すけれども、25年度までには策定をしたいと

いうふうに考えておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 今後作成されるという方向

で、ちなみに社会福祉法107条にはこうあり

ます。 

 市町村は、地方自治法第２条第４項の基本

構想に則し、地域福祉の推進に関する事項と

して、次に掲げる事項を一体的に進める計

画、市町村の地域福祉計画のことですけど

も、を策定し、または変更しようとするとき

は、あらかじめ住民社会福祉を目的とする事

業を経営するため、その他社会福祉に関する

活動を行うための意見を反映させるために、

必要な措置を講ずるとともにその内容を公表

するものであるということで、１つとして、

１、地域における福祉サービスの適切な利用

の推進に関する事項と、２として、地域にお

ける社会福祉を目的とする事業の健全な発達

に関する事項、３、地域に関する活動への住

民の参加の促進に関する事項と、こういうふ

うに107条では詳しく書かれているわけであ

ります。 

 そういう意味で、高齢化社会が進む中、今

後、福祉というのは人間が生きる上での大事

な支えになっていくわけであります。命を守

る意味でも、特に老人、障害者、児童、そう

いう弱者の立場に立った福祉というのがこれ

から大事になってくると思いますんで、また

今後よろしくお願いしたいと思います。 

 町が３町というのはちょっと県では少ない

かなと思います。今後増えていくものと思い

ますので、太子町もよろしくお願いしたいと

思います。 

 次、２点目に移ります。 

 多剤耐性菌問題についてであります。 

 多剤耐性菌問題、これはニュースでも一部

報道があった問題であります。複数の抗生物

質が効かない多剤耐性菌という細菌の感染が
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国内各地の病院で相次いでいると。済みませ

ん、これ「最近」は「細菌」ですね、この

「最近」はちょっと字が間違ってまして、申

しわけないです。 

 多剤耐性菌にはいろいろな種類があり、ア

シネトバクターやＮＤＭ－１などがあり、手

などについた細菌が口から入って感染する

と。健康な人は病気にはなりませんが、重い

病気などで抵抗力の落ちた人が感染すると重

症化し、結果的に死亡するケースがありま

す。 

 これに対して、具体的に病気に関して対策

というのは国や県や、そういう事業になると

思いますけれども、多剤耐性菌についての町

の取り組みを尋ねます。 

 ちなみに、ついちょっと前にも帝京大学病

院で入院患者ら46人がこの多剤耐性菌のアシ

ネトバクターに感染して、死亡した27人のう

ち９人については感染が原因で死亡した可能

性があるという、そういう報告がニュースで

もありました。 

 そういう意味で、多剤耐性菌に対するこの

知識啓発といいますか、それを町として今後

どういうふうに取り組むか、お尋ねいたしま

す。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 多剤耐性菌に

つきましては、今中島議員さんのほうからご

案内があったとおりでございまして、日常的

に抗菌薬、薬を使用しているところ、すなわ

ち病院、医療機関でありますが、そこにのみ

分布をしておるということでございます。こ

のため、対策といたしましては、病院内、医

療機関内の感染対策と抗菌薬の適正な使用と

いうのが主な対策になろうかと思います。 

 これまでこの多剤耐性菌についての町民の

皆様から相談なりお問い合わせはございませ

んが、今後そういったご相談がございました

ら、情報の提供また相談等を実施をしたいと

いうふうに考えております。 

 また、日ごろほかの感染症と同様、情報提

供といったような形はとって周知をしていき

たいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 多剤耐性菌もこれも重要な

もので、要は命をなくすという、最悪の場

合、そういう菌であります。例えばアシネト

バクターというのは、水や土、人間の腸内な

どにいる細菌で、2000年ごろから欧米で広が

り始めたと。健康な人なら大丈夫ですが、重

い病気などで抵抗力が落ちている人が感染す

ると、重症化し死亡するということですか

ら、特にそういう重い病気の人、健康な人は

大丈夫ですけども、そういう重い病気の人あ

るいは、年齢が高くなりますと当然いろいろ

抵抗力も落ちますので、そういう方には特に

注意ですよというふうなことを広報していた

だきたいと考えます。 

 それから、ＮＤＭ－１というのは、酵素の

遺伝子を持つ多剤耐性大腸菌が獨協医科大学

病院で、インドから帰国した入院患者から検

出されたということで、ＮＤＭ－１はほとん

どの抗生物質が効かないということで、そう

いう菌であります。そういう意味で、今後ま

た広く町においても広報をお願いしたいと、

そういうふうに考えますので、またよろしく

お願いしたいと思います。 

 それから次、３点目に行きます。 

 ３点目は、脳脊髄液減少症についてであり

ます。 

 脳脊髄液減少症といいますのは、交通事故

やスポーツの外傷などが原因で脳脊髄液が漏

れて、頭痛や目まい、倦怠感、だるいなど、

さまざまな症状を引き起こす、そういうもの

であります。 

 この治療にはブラッドパッチ療法というの

があるんですけれども、これは自分の血液を

脊髄内に注射して、脳脊髄液が漏れるのを防

ぐという方法でありますが、これは保険が適

用されていませんので、入院費を含めると短

期で10万円、少し入院しますと30万円という

ふうに高額になるわけであります。そういう

意味で、高額な治療費に患者さんも大変悩ま
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されてきておりました。 

 この脳脊髄液減少症は、症状だけ見ますと

普通の病気が原因で起こるようなそういう頭

痛や目まいやだるさ、せやから、その脳脊髄

液減少症がわからなかったら、どこにでもあ

るようなそういう症状なわけです。例えば、

精神的なことでも起きるわけです。うつにな

ってもこういう状況は起きるわけです。です

から、自分自身が以前に交通事故が起きて追

突されてこういう現象になったと、そういう

原因があるとか、あるいはスポーツ等で、例

えば柔道にしてもラグビーにしてもサッカー

にしても野球にしても、その中で外的な衝撃

を受けたとか、そういうことがないかどうか

を自身で判断しないと、この脳脊髄液減少症

という認識がないわけで、それを知らずに毎

日そういう症状で苦しんでおられるというこ

ともあるわけです。 

 ですから、町としてもこの病気について、

太子町でも名前はちょっとわからないんです

が１人おられるということをお聞きしており

ます。この病気についても広報やホームペー

ジなどを通して積極的なＰＲを要望いたしま

すが、それに対して見解をお尋ねいたしま

す。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） この脳脊髄液

減少症につきましてですが、先般、11月29日

でございましたが、支援の会の方が来庁され

まして、お会いをいたしました。 

 この脳脊髄液減少症、なかなか一般にとい

うか、余り耳にしないものですから、私もち

ょっと最初からお話を聞かせていただいたん

ですけれども、交通事故またスポーツ外傷な

どの体への衝撃が原因となりまして、脳脊髄

液が漏れ出して減少することによる、頭痛を

初めとするさまざまな症状が長期間にわたっ

て続く疾患であるという説明を受けました。 

 また、この病気は特別な病気のように思わ

れがちですが、いつでもだれでも日常的な出

来事によって引き起こされる可能性が、私た

ちにとって身近な病気といったようなことも

言われておりました。 

 しかし、現在のところ診断、治療につきま

して確立したものがない、そういうことか

ら、国の研究班によりまして診断基準の確立

と有効な治療法に関する研究が行われておる

ところというお話もございました。 

 このように、診断基準等が確立をされてな

いといったことから、その患者さんの実態に

つきましても把握が困難な状況ということが

ございます。兵庫県では、この脳脊髄液減少

症につきまして、ホームページの上でその疾

病や相談窓口を初めとしました情報公開をさ

れております。本町におきましてもこの県の

情報の公開内容を含めまして、この病気につ

いての情報提供を、広報やホームページなど

を通して行うことを今検討いたしておるとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 ところが、この脳脊髄液減少症は年齢が幅

広く、歳いった方からお若い、赤ちゃんとい

うか、ちっちゃいお子さんまでかかる可能性

があるわけです。特に学校現場におきまして

も激しいスポーツ、あるいは階段から落ちた

とか、あるいは子供同士がぶつかったとか、

あるいは、ある事例を聞きますと、トランペ

ットを吹いててこの脳脊髄液減少症になった

とか、そういう事例も聞くわけです。そやか

ら、何げなくやっていることで私たちが子供

のころ、別に何も気にしなかったことがかえ

ってそういう病気が発生するという可能性が

あるということをお聞きしました。そういう

意味で、学校現場においてもこれは大変切実

な問題で、予防面から考えますと、こういう

脳脊髄液減少症にかからないための一つの予

防といいますか、そういうのを現場でも実際

対策を進める必要があるのではないかと思い

ますが、その辺、教育委員会の考えをお聞き

します。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） 先ほど丸尾部長が
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説明しましたように、この症状につきまして

は、本当に学校関係も危惧する部分かなあと

いう形でございます。 

 その中で、この症状につきまして、先日お

見えになったときにお聞きした内容を養護の

部会がございました、その中で報告させてい

ただく中で、学校におきましても十分そうい

う内容につきましては、把握しているんです

けども、現実、その症状を検査したとかとい

う形は現実には使われてないという状況でご

ざいました。 

 しかし、そういう症状、今後将来的になり

ますので、十分その初期対応、またはその状

況を把握しながら、子供たちが学校園生活が

できるような体制の充実という形での、こち

らサイドの研修または認識の強化も必要じゃ

ないかなと感じているところでございます。

今後、成り行きを見ながら対応してまいりた

いと考えます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 今後脳脊髄液減少症というのがあるという

ことも、私自身この年になって初めて知った

次第でございます。そういう意味で、今後広

くＰＲしていただいて、また予防面につきま

しても極端な危険な行為といいますか、交通

事故等、気をつけていただいて、そういう予

防をするとか、それからこういう病気があり

ますということをやっぱりＰＲしていただい

て、周知をお願いしたいと思います。 

 次に、４点目に移り……。 

○議長（佐野芳彦） ちょっと待ってくださ

い。 

 この際、暫時休憩いたします。 

（休憩 午後２時52分） 

（再開 午後３時10分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 中島貞次議員、一般質問を続けてくださ

い。 

○中島貞次議員 次、続いて４点目に行きま

す。 

 遊休農地の取り組みについてであります。 

 平成19年12月議会におきまして、遊休農地

について質問いたしましたが、その後の経過

について、当時、冨岡部長でしたが、約５ヘ

クタールあったと答弁がありました。現在の

状況はどうか。 

 そしてまた、今後の対策として、ヒマワリ

やコスモスなどの景観植物を作付するなどの

対策を考えていくとの答弁でありましたが、

現状の対策状況、植物の種類、各別の作付面

積の状況をお尋ねします。 

 そして、今後遊休農地面積はどのようにな

ると考え、その対策をどうするのかについて

お尋ねいたします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 遊休農地の状

況につきましてでございます。平成22年７月

末現在でございますが、農業委員会調査によ

ります遊休農地面積は約1.8ヘクタールござ

いました。指導等によりまして0.5ヘクター

ル自主的に解消をされましたので、11月末現

在においては約1.3ヘクタールの遊休農地が

残っているものというように思っておりま

す。 

 これにつきましては、平成20年度に遊休農

地対策協議会を立ち上げまして、地権者から

の要望に応じ、耕作放棄地の復旧作業及び地

権者への指導を行ったため解消につながり、

遊休農地面積が減少したものと思っておりま

す。 

 景観植物の作付状況につきましては、県補

助の遊休農地活用総合対策事業によりまして

購入いたしましたモア、２台ございますが、

を使いまして、平成20年度、21年度に耕作放

棄地の復旧や除草作業を行い、解消作業後、

沼田、船代地先及び仁王前地先におきまして

ヒマワリ、あるいは菜の花の景観作物を

1.0ヘクタール程度を植えております。 

 また、平成21年度以降は自治会や農区長の

協力を得まして、農地水環境保全向上対策事

業や、たいし花と緑の会花の種子配布事業等
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によりまして、花の種子、コスモス、ヒマワ

リでございますが、を購入いたしまして、遊

休農地への景観作物の植えつけを行っている

ところでございます。 

 今後につきましては、高齢化によります後

継者不足、あるいはまた相続問題、不在地主

等を含めまして、増加するというようなこと

が予想されておりますので、農業委員会によ

ります農地相談の実施、農地パトロールの強

化に努めまして、地元と協力の上、迅速な対

応を行いたいというように考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 平成19年から見ますと大分

遊休農地も減少したようであります。当時、

遊休農地がありますと、例えば交差点等で視

界不良になるということがあったりとか、ま

た私の校区の保育園の近くに遊休農地があっ

て、そこから虫がいっぱい入ってくるとか、

そういうふうないろんな状況があって、前回

質問させてもらったわけです。 

 ところが、ヒマワリが中心ということで、

老原等でもいっぱいコスモスを咲かせたりし

ているところもあるんですが、コスモスの状

況なんかはどんな状況になっていますか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 面積的にコス

モスが何ヘク、ヒマワリが何ヘクということ

はちょっとつかめておりませんのですが、コ

スモス、ヒマワリ合わせまして１ヘクタール

程度というように確認いたしております。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 今後遊休農地も増えると予

想されております。そういう意味で、遊休農

地を一つの観光化しているところが結構近隣

市町でも多く見受けられます。揖保川町でも

広大な面積、遊休農地であったかどうかちょ

っとわからないんですけど、もともとは、あ

るいは無理にそういうコスモスを植えて観光

地化したのか、ちょっとその辺の経緯はわか

らないんですけども、とか、新宮町でも広大

な面積で植えておられます。 

 歴史的に有名なのは、旧南光町のヒマワリ

ですけども、そういう意味で、一つの観光資

源として今後そういう景観植物等を植えると

いうことは、太子町に人との交流が進むとい

う意味で、やっぱり大事な一つの事業ではな

いかと考えます。そういう意味で、今後遊休

農地も増える可能性がありますんで、その辺

を計画的にやっぱりどんどん、ある程度進め

ていっていただきたいと思いますが、最後に

その意見だけお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 景観作物が集

団的に植わってるところというのもございま

すが、なかなか遊休農地だけでそういったも

のにつなげていくというのは難しいと思いま

す。 

 転作に結びつくそういう集団的な形で、そ

ういった景観作物がもし植えられるようであ

りましたら、そういった指導もしていきたい

というように思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 そういう意味で、太子町の

観光資源としてもやっぱり一つ考えておく必

要があると思いますんで、またよろしくお願

いいたします。 

 ５点目に、ひとり暮らし老人対策について

お伺いします。 

 少子・高齢化社会また核家族化が進む中

で、高齢者のひとり暮らし世帯が増加する傾

向にあります。太子町としての現状は今どう

なっているのか、年齢あるいは男女別につい

てお尋ねします。 

 高齢者ひとり暮らしの生活上、問題になっ

ていますのが孤独死の問題です。別居家族や

近所の方が訪ねたときにいつの間にか亡くな

っていて、死後数日あるいは数カ月後に発見

されたというニュースを聞きます。孤独死を

防ぐ対策を尋ねます。 

 また、家庭内の状況がわかるセキュリティ

ーシステムを導入する自治体もありますが、

その考えについて尋ねます。 
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○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、１点目

でございます。 

 現状でございますが、11月末現在のひとり

暮らしの高齢者の方は512名おられまして、

内訳を申しますと、男女別では男性が

113名、女性が399名となっておりまして、年

齢別では、65歳から69歳までが67、それから

70歳から74歳までが107、75から79までが

135、80歳から84歳までが107、85歳から89歳

が71、90歳以上の方が25名、合計512名とい

うことでございます。 

 次に、孤独死を防ぐ対策のお尋ねでござい

ましたが、やはりこれ100％の対策はござい

ませんが、ご近所とのおつき合いといいます

か、が一番重要ではないかというふうに考え

ております。近隣からの通報で職員が駆けつ

けると同時に、ご親族のほうへ連絡を入れる

といったことも、実際本町において年に数回

ございます。中には救急搬送要請をいたしま

して、孤独死を防いだといった事例も報告で

ございます。 

 ご近所のつき合いというのと、また地域地

域のそれぞれ民生委員さんなんかのご訪問、

また社会福祉協議会等がやってくれておるん

ですが、誕生日のご訪問とか、紅葉の宴の案

内等折に触れて、要はご近所の中で訪問とい

うんですか、触れ合っていただくといったこ

とをその対策の一番有効な形というふうにと

らまえておるところでございます。 

 セキュリティーのお尋ねでございましたん

ですが、他の団体でのセキュリティーの方法

等も情報としては入っておりますが、本町が

今とっております安心見守りコール事業、こ

れでもって現在のところ、その安否確認を初

めとしました、セキュリティーの体制という

ことで臨んでおりまして、当面、この安心見

守りコール事業によって対応したいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 現在500名を超える方がひとり住まいされ

ておられるということで、当然、ご近所の方

あるいは民生委員の方、あるいはご家族の方

がその方にお会いするということで、これも

重層的にされていると、安否確認が非常に助

かるという意味です。 

 具体的に民生委員の方というのは大体どの

程度の割合でこのおひとり住まいの方を訪問

されているのか、そういうのがわかります

か。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 頻度につきま

しては、それぞれ差がございますので、大体

これぐらいといったこともなかなか言いにく

いところがございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 具体的に数はちょっと掌握

されていないようですけども、ある程度、

65とか69歳と年齢が若い、若いというたら語

弊がありますけども、下のほうの方になりま

すとご健康で過ごされていると考えられます

が、90を超されるような高齢の方になります

と、ある程度特養ホームなんかにおられる方

はあれですけども、ひとり住まいされている

のは大変いろいろご苦労があって、またいつ

という可能性もなきにしもあらずと思います

んで、ある程度、１カ月に１回とか、ある程

度そういう頻度でもって、あるいはもうちょ

っと、その人によりますけども、２週間に１

回とか、頻度をもって訪問されてほしいな

と、そういうふうに考えております。 

 それと、今地デジ化が非常に進んでおりま

して、地デジのテレビでも、例えばスイッチ

を入れて、見ている人がいなくなるとスイッ

チが自動的に切れるという、そういうシステ

ムが今はやってます。無駄を削減するといい

ますか、スイッチを切らなくても見ている人

がのきますと、ある程度時間いなくなるとス

イッチが切れてしまうというテレビもあるわ

けです。そういう意味で、ひとり暮らしのセ

キュリティーシステムといいますのは、要は

家の中に赤外線なりそういう電波がありまし
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て、その人の行動が、動きが感知されない、

その赤外線であり電波で感知されなくなって

しまうと通報されて、あるいは地域包括支援

センターとか消防なんかに通知されて、家の

中の動きが全然ないということでちょっと見

に行くとかという、そういうシステムがある

わけですけれども、そういうシステムのとら

え方です。それについてやっぱり大変有効な

手段であるというふうにある自治体ではお聞

きしておりますので、それについての見解は

いかがでございましょうか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） ご質問を受け

ました際に、担当課とも話をしました。他団

体での実例といいますか、いろいろございま

した。参考になるところは参考にしたいとい

う思いがあったんですが、先ほどご答弁申し

上げましたように、当面は今の安心見守りコ

ール事業でもって対応をするということでご

ざいまして、何もそれでほか他団体のほうに

全然目を向けないということでもございませ

ん。電気ポットですかね、あれの作動の関係

のとこをとられている自治体もございます

し、今おっしゃいますような新たなシステム

をとられているといったところも見聞きして

おりますので、今後もそれらも含めて、常に

情報を入れまして、対応したいというふうに

思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 また今後いろいろ、ひとり

住まいのお年寄りに対する対策というのを、

いろんな面で考えていただいて、よろしくお

願いいたします。 

 ６点目に移ります。 

 公務員の不正経理問題についてでありま

す。 

 過日、会計検査院が国の機関や都道府県の

不正経理の実態について報告がありました。

兵庫県や神戸市でも国の補助金の不正使用が

認められました。町にも国や県からの補助金

等が入っていますが、それについて不正使用

はないと信じていますが、明確な答弁を求め

ます。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 兵庫県並びに神戸

市における不正経理問題につきましては、新

聞報道等で承知しております。 

 本町の事務事業執行におきまして、会計検

査院による検査においても一切指摘はござい

ません。兵庫県におきましては、予算の使い

切り等、会計処理が指摘されているところで

ありますが、本町におきましてはございませ

んので、明確にお答えいたします。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 他の自治体の事例ですけれ

ども、領収書を改ざんしたりとか、業者に公

金を渡してプールするとか、出張旅費を補助

事業から回すとか、そういういろんな手口が

あったそうです。 

 例えば、発注品を異なる物品納入と差しか

えたりとか、架空請求するとか、預け等が発

生しているそうですけども、その預けがまた

後日そのお金でデジカメ、パソコンとか買っ

たりしていたというふうな自治体もあったそ

うです。 

 そういう意味で、今総務部長からも明確な

答えがありましたので、太子町はこういうの

はないということがわかりましたので、安心

しております。 

 ないですけれども、今後のことをちょっと

お聞きします。 

 もしそういうのを見つけた場合、ないとは

思いますけども、もしもあった場合にどのよ

うな処分をするのかというのをちょっとお尋

ねします。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） これ今あった場合とい

うあれですが、私はあってもらったら困ると

いうふうに思ってますし、やはり職員一人一

人がより一層気を引き締めて職務に当たると

いうことで、答弁にかえさせていただきたい

と、このように思います。 

 以上です。 
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○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 以上で質問を終わります

が、職員に対しての徹底した管理と、そうい

う面で、こういう不正経理は悪は悪ですか

ら、そういう意味で、現状では絶対ないとい

う、今後もないというそういう強い決意を伺

いましたので、安心しておりますので、今後

ともよろしくお願いします。 

 以上で一般質問を終了いたします。 

○議長（佐野芳彦） 以上で中島貞次議員の

一般質問は終わりました。 

 次、服部千秋議員。 

○服部千秋議員 それでは、質問をさせてい

ただきます。 

 本町に学級崩壊はないのかどうか、教育現

場の様子についてお伺いをいたします。 

 教育現場では、本町においても熱心に取り

組んでおられる先生も多いと思いますが、最

近特に学級の運営について、（教育用語でい

う学級経営とかクラス経営という意味に限定

せず、わかりやすく「授業がうまくいってる

か」という点から）心配に思いますので、こ

の質問をいたします。 

 以前、太子町の中学生から「学校では授業

中寝ているんだ。勉強しようとしても授業に

なっていないから寝ている。」と塾に通う生

徒に言われたことがあります。こちらは学校

の授業が大切だから学校の授業をまずちゃん

と聞くことの大切さを言ったのであります

が、そういう答えが返ってきてびっくりした

ことがあります。 

 性格のまじめな子がそう言っておりました

ので、当時非常にびっくりいたしました。成

績が飛び抜けて上位ということでは決してな

かったため、授業が極めて簡単過ぎるという

ふうにも受け取られませんでした。授業の雰

囲気（先生の言うことを周りの生徒が聞いて

いないとか、先生の指示に生徒が従わない、

授業がざわついているなど）について、その

生徒は言っていましたし、また不満を述べて

いました。 

 こうなってくると、まじめに取り組みたい

と思う生徒が寝るという事態が起こってきま

す。しかし、担当の先生の立場にしますと、

頑張ってやられているのになかなかうまくい

かないということもあるのかもしれません。 

 毎日新聞（2010年11月22日）には、「学級

崩壊22県未調査、27都道府県マニュアルな

く」という見出しで、「自治体レベルで学級

崩壊への対応が遅れている」と書いていま

す。 

 本町の教育委員会に聞いてみますと、「本

町は学級崩壊はないと認識している。事案が

あればそのときは検討する。」と言われまし

たが、学級崩壊は果たして本当にないのでし

ょうか。 

 ①教育委員会は、どう認識しておられる

か、認識は甘くはないか。 

 ②学校現場や教師の側に、自分の指導力を

低く見られないために周りに言いにくいとい

う雰囲気は本当にないか。 

 ③本町独自でもマニュアルを作成するくら

いの姿勢で取り組めないか。教育現場の改善

策等について伺います。 

 私は、仮に問題が起こっているからといっ

て批判しようとする趣旨で聞いているのでは

ありません。皆がよりよい授業に向けて取り

組みあえるように皆で取り組んでもらいたい

と思っています。 

 教育現場を管理している管理課にも現場の

苦労や実態を、子供や親、教員と同じ目線で

感じてもらいたいと思っています。そういう

姿勢で問うております。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） 今回の質問は、服

部議員いつも教育委員会多いんですけども、

それは余談ですけども、学級崩壊という形で

ご質問でございます。 

 その中で、文科省の定義によれば、学級崩

壊というのは生徒が教室内で勝手な行動をし

て、教師の指導に従わず授業が成立しない学

級の状態が一定以上継続し、学級担任による

通常の手法では問題解決ができない状態に立

ち至っている場合、議員の質問の中に、学級
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がうまく機能してない状態とされておりま

す。 

 そういう認識のもとに、現場におきまして

は、現在の学校現場では学校、学年単位で教

職員や保護者を含めた指導、また相談体制の

確立を図っているところでございますし、ま

た家庭と学校が本当の連携を持つことが一番

重要ではないかと思います。その中で、相互

の協力で問題解決に努めている、またそうい

う認識をしているところでございます。そう

いう状況で、今大きな問題にはなっていない

実情でございます。 

 それと、学校の教職員の状況でございます

けれども、管理職等が先生等の置かれておる

立場、またそういう状況を十分把握しなが

ら、問題が起きた場合には学校全体での共通

認識ととらえて、対処するお互いの動きでし

ているところでございます。また、今現在に

おきましては、教職員間での不協和音も聞い

ておらないという状況でございます。 

 そのような現状から、先日お電話をいただ

いたときに、ご質問に対しまして、本町では

学級崩壊はないと認識している回答をさせて

いただいたところでございます。 

 その中で、具体的な状況でございますけれ

ども、教師の指導を受け入れない、また私語

が多い、集団で教室を飛び出し、いつまでも

戻らない、突然奇声を発したり物を投げたり

する、また教師に暴言を吐いたり暴力を振る

ったりするという行為が繰り返されるような

学級状態がないという形で認識しておりま

す。 

 そういう状況の中で、一般的には学級崩壊

の原因も地域、学年、学力によるいろんな問

題もございます。教師に問題がある場合や、

また児童・生徒に原因のある場合もございま

す。また保護者の原因による場合もあろうか

と思います。そういう状況が複雑な要素が考

えられ、本当にその特効薬というんですか、

こうすれば必ずうまくいくというような解決

手段なるものがございません。先ほど来言い

ますように、保護者の協力を得ながら学校全

体で取り組み、複数体制で臨んでいくという

状況に、そういう事案事案によって方法を模

索していかなければならないと考えておりま

す。 

 何分にも、本当にこういう問題につきまし

ては、早期の把握、また取り組みが必要でご

ざいます。その中で、児童・生徒、また教職

員との信頼関係が本当に重要な要素じゃない

かなと考えておるところでございます。 

 学級崩壊をしているか、判断は本当に難し

ゅうございます。要因も多岐、複雑なことか

ら、独自で本町におきますマニュアル作成へ

の取り組みにつきましては、今後検討、研究

していきたいと考えているところでございま

す。 

 教育委員会におきましても、管理課に今学

校教育指導員を置かせていただいておりま

す。その指導員を中心に現状の把握に努めな

がら、変化を見逃さない心がけ、また学校が

地域や各家庭との情報交換や交流を深めなが

ら、校園長会等の情報収集、また教職員の研

修を含めながら、よりよい学級づくりができ

るような指導、協力に努めているところでご

ざいます。 

 いろんな形を考えますと、そういう学級崩

壊の原因がないという状況がつかめれば、よ

りよい学級運営ができてると判断していると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 その学級崩壊の定義づけと

いうのは、私も読みましたのでそれは知って

おるんですが、私、そういう定義づけとか、

学問的なといいますか、文献に書いてあると

いうようなことでなくて、わかりやすく授業

がうまくいってるのかということを聞きたく

て、そういう趣旨もちょっと説明はしてたん

ですが、聞いております。 

 子供たちが授業を、先生の言われることを

一生懸命聞いて勉強しようという気持ちでや

っているかという、そういう、それがいかに

うまくできているかということが大切だと思
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います。 

 ちょっと教育委員会の認識をお尋ねしたい

んですが、それでは、本町において授業中に

児童・生徒が教室から出ていくというような

ことはあるんでしょうか、ないんでしょう

か。どのように現場をとらえておられます

か。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） 絶対ないとかとい

う形ではなしに、一人が途中に学級を出てい

くという状態はあろうかと思います。それが

すべて出たきりという形ではなしに、一時的

に出るという部分は若干聞いております。そ

れはいろんな問題での退避かなという感じは

するんですけども、しかし、生理的な部分も

あろうかと思います。そういう形で、学級を

一時的に出てるという場面はあると認識して

おります。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 それは今言われましたよう

にあるんですね。先週のたしか金曜日でした

か、学校へ行きまして先生と話してみると、

いや、授業中出ていってというようなことは

言われてました。 

 そしたらどういうふうにされるんですかっ

てお聞きしたら、いや、ほかの先生、教頭先

生とかほかの先生とかに探しに、連れに行っ

てもらうんですというようなことも言われて

ました。 

 ですから、定義づけではたしか、今次長

が、ある人数がある期間というか、継続的に

とかというような、ちょっと正確には覚えて

おりませんが、そういうような趣旨を言われ

たんですが、現実的には、完璧ということは

ないと思うんです、だれが教えても。もちろ

ん私が教えてもあり得ないと思います。です

から、そういった中で、少しでもよりよい状

態に私はしていただけたらなと。子供から、

先ほど申したようなことも以前には聞いたこ

とがあります。学校を回ってみますと、かな

り落ちついた雰囲気で現在授業を子供たちが

受けているなという認識は、私は回って持ち

ました。 

 しかし、太子町議会町民懇談会をしたとき

に、このたびも参加者の中からいじめのこと

とか、以前私も申しましたしとかという発言

をされてた方もおられました。ですので、そ

の方も言われてましたけど、質問するといじ

めとかないんだというような感じで答えられ

るんだけどもということを言われてました

が、現実にはやはり不満、不満という言葉が

いいかどうかわかりませんが、もっと頑張っ

てもらいたいなというふうに思っておられる

方もおられると思います。ですので、そうい

うことをこれからきちっとやっていただきた

いと。 

 特に私が思いますのは、若い教員を育てて

やってもらいたいと。大学を出てすぐに子供

たちの前に立って、自分自身も十分社会的な

経験があるわけでなく、しかし教師として児

童・生徒の前に立つと。そういう中で、私も

以前振り返ってみますと、十分子供の掌握

が、私は最初高等学校、男子高校に勤務しま

したが、十分にできているとは決して言えな

い。私はそれは私個人のことに限らず、ほと

んどの教員に当てはまることだと思います。 

 ですから、若い先生方をいかに学校全体と

して育ててあげるか。本当に１年、２年でそ

んな一人前の教員になるなんていうのは思っ

ておりません。かなりの時間、そして子供た

ちとの接触の中で教師として成長し、立派な

教員になっていくと思います。 

 だから、そのときの手助けを教育委員会に

も、また現場の年配の先生方にも、これはぜ

ひ本当にやってもらいたいと。そういうふう

にすることが、最近で言いますと、教師が現

場の悩みのもとに不幸なことになったりとか

ということもございましたし、また子供たち

の側でもそういうことが多くあると聞いてお

ります。 

 そういった中で、先輩の先生に相談した

ら、あなたは給料をもらっているんだからや

らなきゃいけないんだというような感じでも
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し答えが返ってきて、若い教員が悩むのであ

れば、一生懸命教師になりたいと思ったけれ

ども、実際、目の前に十分に指導できない自

分自身の姿があるというふうに教員が思った

ときに、これはやはりみんなで助けてあげな

きゃいけないと思いますし、そのことが学校

全体の、子供たち全体の指導の際にも非常に

重要な役割を持ってくると思います。私はこ

ういうふうに考えております。 

 教育長は現場にもおられて、今教育長とし

ておられるわけですけども、私はもっともっ

と若い先生方を、今次長が言われた研修をし

てということを言われたんですが、何も研修

がいけないというつもりはありませんが、１

年間に仮に２回研修したからといって、その

ことで先生として立派に、それが全く無意味

だとは言いませんが、そのことで先生として

立派になれるわけではないと思います。現場

でのいろんなやりとりの中で、そのとき周り

の人といろいろ、どうしたらいいのかなと相

談できる雰囲気のもとでやっていくことが教

師として成長することだと思います。 

 児童・生徒にもそういうことが大切だと思

いますが、今後何かこういうことについてや

っていこうとか、こうしたらなと思うような

ことがもしおありでしたら、教育長からお答

えいただければありがたいです。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 若い教師をいかに育

てるかというようなことでご質問をいただき

ました。 

 学校現場というのは、一人が幾ら悪戦苦闘

しても学校がよくなるものじゃなくて、あく

までも全員で指導体制を組んで動かなければ

成果が上がらないもんでございます。 

 また、ベテランとかそれから若年とか、そ

ういうものがないのも、これも学校の一つの

大きな特徴でございます。ですから、幾ら経

験を積んだからといってうまくいくとは限ら

ないし、大学卒業して現場に入ってきて、情

熱を持って切磋琢磨しながら取り組んで誠心

誠意持っていけば、それがうまくいく例もあ

りますし、ですから、そういう学年とまたは

部活、そういう集団を通して必ず自分だけじ

ゃなくて相手の背中、そして横を見ながらと

もに集団で伸びていこうという精神が、教師

集団には求められる一番大事なところでござ

います。ですから、だれかエリートをつくっ

てそれに向かって進めようというような発想

では少しこの学校経営、学級経営がいかない

んじゃなかろうかなと思います。 

 福祉常任委員会でも言いましたように、先

生は一人になるなと、または一人にさせるな

というようなことで、お互いに情報を交換し

ながら、この一人の子供を大勢の教諭が見守

っていきながら、そのいいところを伸ばし、

そして短所を出すのを少なくし、そして人間

形成をつくっていくというような地道な歩み

が必要でございます。 

 ですから、少数の人間が飛び抜けて認めら

れるというようなことは、現場にはそぐわな

いと思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 誤解があってはいけないの

で申し上げますが、私、エリートをつくれと

いうふうに言っては、私はおりませんので、

教員のエリートをつくれというふうに言って

はおりません。若い教員をいろいろ経験のあ

る人たちが育ててあげるという、そういう経

験を持った者のことをやってもらいたいとい

うことを申しました。 

 それで、あとマニュアルの件ですが、私は

別にこれが何ていいますか、いわゆる冊子に

なったものとか、そういうものをということ

を必ずしも求めておりません。先輩の教員

が、あるいは校長、教頭がメモをつくって、

こういうときにはこうしたらどうかというよ

うなのをまとめられるとか、教員が困ったと

きにそういったものを、もちろんそれだけで

解決できないものもあると思いますが、そう

いったものを提示しながら、よりよく教員と

して育っていくということが必要だと思いま

すので、別にメモでも結構ですし、そういっ
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たものの集積でも結構です。そういったも

の、私はそれは別に外部に出していただかな

くても結構だと、私は個人的に思ってます。

先生方がそれを共有されて、目の前の子供に

対して指導していただければいいと思ってお

ります。 

 それから、現場を見てみますと、やはり授

業中に寝ている、机の上にぺたっとつけて寝

ている生徒は、回ってみますと複数いまし

た。いろんな事情が恐らくあるとは思いま

す。しかし、いろんな事情があったのかもし

れませんが、学ぶ側が教えている側に目を向

けて、先生が言ってることを一生懸命聞こう

という状況に、なお一層なってもらうように

していただきたいなというふうに思っており

ます。 

 現場の子供たちのために一生懸命、一層頑

張ってください。お願いしておきます。 

 終わります。 

○議長（佐野芳彦） 以上で服部千秋議員の

一般質問は終わりました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

（休憩 午後３時50分） 

（再開 午後３時52分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 お諮りします。 

 本日の会議は、議事の都合によりこれで延

会したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、本日はこれで延会することに決

定しました。 

 次の本会議は12月７日午前10時から再開し

ます。 

 なお、12月７日の本会議は改めて開催通知

はいたしませんので、ご了承願います。 

 本日はこれで延会します。 

（延会 午後３時52分） 

 

 


